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第56回盛岡市玉山区地域協議会 

 

日 時  平成26年11月14日（金） 

13時30分 から 

場 所  玉山総合事務所 ３階 大会議室 

 

次   第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 区長あいさつ 

４ 議事録署名員の選出 

５ 議事 
（１）報告 

報告第１号 姫神ふるさと学習センターの廃止について（答申への対応状況について） 
（説明者：教育委員会事務局 菅原生涯学習課長） 

報告第２号 盛岡市玉山区地域協議会の意見書に対する回答について（歴史民俗資料館建設

事業と石川啄木記念館について） 
（説明者：教育委員会事務局 袖上歴史文化課長） 

報告第３号 放射性物質に汚染された農林業系副産物の試験焼却結果について 
（説明者：小原玉山総合事務所事務長） 

報告第４号 盛岡市玉山区地域協議会の意見書に対する回答について（玉山区の設置期間延

長及び玉山総合事務所の組織体制維持並びに農林部の移転について） 
（説明者：東藤市長公室長，佐藤職員課長） 

報告第５号 新市建設計画に係る執行状況の報告について 
（説明者：古舘企画調整課長） 

（２）審議 

ア 諮問事項 

審議第１号 新しい盛岡市総合計画の基本構想（案）について 

（説明者：古舘企画調整課長） 

審議第２号 「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化長期計画（案）」の策定について 

（説明者：志賀資産管理監兼資産管理活用事務局長） 

審議第３号 盛岡市避難行動要支援者避難支援計画（案）について 

（説明者：菊池地域福祉課長，藤澤危機管理防災課長） 

審議第４号 第２期盛岡市地域福祉計画（案）について 

（説明者：菊池地域福祉課長） 

イ 自主的審議事項 

審議第５号 委員提案事項について 

（案件名：新市建設計画における未着手事業の方向性について） 
６ その他 

７ 閉会 



任期：平成26年２月13日～平成28年２月12日

氏　　　名 所　属　団　体　等

会長 竹 田 孝 男 新岩手農業協同組合正組合員

副会長 村 山 美 栄 子 盛岡市青少年問題協議会委員

委員 岩 崎 隆 元全国農協青年組織協議会副会長

委員 太 田 司 盛岡市ＰＴＡ連合会副会長

委員 駒 井 元 盛岡市環境審議会委員

委員 齋 藤 勲 盛岡市民生児童委員連絡協議会運営委員

委員 櫻 輝 夫 公募委員

委員 佐 々 木 由 勝 玉山区自治会連絡協議会会長

委員 竹 田 か づ 子 玉山区女性団体協議会会長

委員 玉 山 麻 美 公募委員

委員 千 葉 進 盛岡商工会議所玉山地域運営協議会会長

委員 廣 内 久 行 盛岡市社会福祉協議会評議員

委員 米 田 二 郎 元市議会議員

委員 皆 川 ミ ヱ 子 盛岡市上下水道事業経営審議会委員

委員 湊 房 子 人権擁護委員

盛岡市玉山区地域協議会　委員名簿
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○ 会議概要 

 

１ 会 議 名 

  第56回盛岡市玉山区地域協議会 

 

２ 開催日時 

  平成26年11月14日（木） 13時30分から17時37分 

 

３ 開催場所 

  玉山総合事務所 ３階 大会議室 

 

４ 出 席 者（43名） 

  委  員 ：竹田孝男 委員（会長），村山美栄子 委員（副会長） 

  （15名）  岩崎隆 委員，太田司 委員，駒井元 委員 

        齋藤勲 委員，櫻輝夫 委員，佐々木由勝 委員，竹田かづ子 委員 

        玉山麻美 委員，千葉進 委員，廣内久行 委員，米田二郎 委員 

        皆川ミヱ子 委員，湊房子 委員 

        （欠席者 なし） 

  市側出席者：福田玉山区長，小原事務長 

  （29名）  （教育委員会事務局）菅原生涯学習課長，薄衣主査 

                  袖上歴史文化課長，木村歴史文化課長補佐 

        （市長公室）東藤市長公室長，古舘企画調整課長 

              藤澤副主幹兼計画係長，畠山主任 

        （総務部）佐藤職員課長，藤澤危機管理防災課長 

        （財政部）志賀資産管理監兼資産管理活用事務局長 

             壽資産管理活用事務局長補佐，佐藤主査，上森主任 

        （保健福祉部）菊池地域福祉課長 

        （玉山総合事務所）佐々木企画調整監兼総務課長，村山参事兼税務住民課長 

                 大澤参事兼産業振興課長，水澤建設課長 

                 櫻庭税務住民課主幹兼課長補佐，中村健康福祉課長補佐 

                 本山学務教職員課主幹兼玉山給食センター所長 

                 畠山農業委員会事務局玉山分室主幹 
            事務局（玉山総務課）：佐々木主幹兼課長補佐，吉田主査，加藤主任，

佐々木主事補 

 

５ 傍 聴 者  竹田浩久市議，佐藤千賀夫市議 

        マスコミ取材２社  盛岡タイムス，岩手日報社 

 

議 事 録 
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○ 会議内容 

 

    １ 開 会 

 

（小原事務長）本日は大変ご苦労さまでございます。時間となりましたので，ただいまから第

56回盛岡市玉山区地域協議会を開会いたします。 

   本会は，委員の半数以上で会議が成立するということになってございますが，本日は委

員15名，全員のご出席ということでございますので，本日の会議は成立しておりますこと

をご報告申し上げます。 

   初めに，本日の資料についてでございますが，お手元に本日配付の資料と，差しかえの

資料をお配りしてございます。差しかえの資料につきましては，皆様に事前に送付いたし

ました後に，市の内部で調整等によりまして文言等の軽微な修正を加えたものが主という

ことになっておりますが，お手数でございますけれども，差しかえ等を行っていただきま

すようお願い申し上げます。 

 

    ２ 会長あいさつ 

 

（小原事務長）それでは，竹田会長からご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。 

 

（竹田会長）それでは，一言ご挨拶を申し上げます。 

   第56回盛岡市玉山区地域協議会を開催するに当たりまして，皆様方，何かとご多用のと

ころご出席をいただきまして，まことにありがとうございます。 

   本日は，既にご案内申し上げております案件，報告５件，諮問４件というように，盛り

だくさんの案件がございます。特にも地域自治区延長の要望等に対する回答とか，あるい

は新市建設計画における未着手事業の今後の方向性など，重要な案件についてご審議をい

ただくことになっております。委員の皆様方には忌憚のないご意見をお願い申し上げると

ともに，円滑な協議の進行につきましてお願い申し上げまして，開会に当たっての挨拶と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（小原事務長）ありがとうございました。 

 

    ３ 区長あいさつ 

 

（小原事務長）それでは，引き続きまして福田区長からご挨拶を申し上げます。 

 

（福田区長）ご苦労さまでございます。開会に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げます。 

   本日はお忙しい中にもかかわらず，第56回盛岡市玉山区地域協議会にご出席いただきま

したこと，まずもって厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

   早いものでことしも残すところ１カ月半余りとなりました。年の瀬が近づくにつれまし

て，何かと慌ただしい時期となってまいりました。 
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   さて，寒さも日増しに厳しくなっておりますが，昨日は雪まじりの雨ということで，ま

さしく初雪というような感じもしたわけでございますが，いよいよ降雪，積雪が気がかり

な時期になってまいりました。当玉山区におきましても除雪会議の開催等により，関係す

る皆様方と緊密な連携を図りながら万全な除雪体制を築くとともに，市の広報や玉山区地

域協議会だよりなどを通じまして，住民の皆様に対しましてもスムーズな作業の実施に向

け，ご理解，ご協力を呼びかけてまいりたいと存じております。 

   先ほど会長さんからもお話がございましたとおり，本日は付議案件が多くあるようで，

報告事項が５件，諮問事項が４件，自主的審議事項が１件を協議していただくことになっ

ておりますけれども，皆様方の忌憚のないご意見をいただきまして，この会議が円滑に進

められますことをお願いを申し上げながら，粗辞簡単でございますけれども，開会に当た

りましての挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

    ４ 議事録署名員の選出 

 

（小原事務長）次に，次第の４，議事録署名員の選出でございますが，ここからは竹田会長に

議長をお務めいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（竹田会長）議事録署名員の選出でございますけれども，恒例によりまして私からご指名申し

上げたいと思いますが，ご異議ございませんでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）それでは，皆川ミヱ子委員，湊房子委員，ご両名にお願いいたしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

    ５ 議 事 

 

   （１）報 告 

 

（竹田会長）早速議事に入ります。 

   会議は公開で行います。 

   報告第１号 姫神ふるさと学習センターの廃止について を議題といたします。 

   提案者の説明を求めます。 

 

（菅原生涯学習課長）生涯学習課でございます。ふるさと学習センターの廃止についてのその

後のご報告でございます。 

   前回の協議会におきまして廃止についてご承認いただいた際に，施設廃止後の利活用等

について，有効利用についての検討ということでご意見いただきました。その件でござい

ますが，ふるさと学習センターは教育財産という格好でございまして，目的が限定されて

いる形でおりまして，条例にそれも明記されているところでございますが，廃止の際には
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それを外すという格好で，教育財産ではなく，普通財産のほうに変えるということで，い

ろんな目的が限定しない形でもって検討できるかなというふうに思っております。 

   そして，検討の方法につきましても教育委員会だけではなくて，目的を限定しないとい

うことは全庁的な検討もできますので，関係各課とも調整しながら進めてまいりたいなと。

その際には，ほかにも閉校した学校等ございますので，あわせて検討してまいりたいなと。

また，方法としまして公募等というふうなお話もございましたので，その辺も一つの有力

な方法であるとは考えております。指定管理者制度の場合には条例設置で目的が決められ

ている訳ですけれども，普通財産とする場合にはいろんな形で持って，また募集方法その

ものからの方法というものを検討できるかなと考えてございますので，その辺も含めまし

て，いろいろな検討にこれから入っていきたいなと考えておるところでございます。 

   以上でございます。 

 

 

（竹田会長）説明が終わりました。委員の皆様方の質問，ご意見等を求めます。 

   齋藤委員。 

 

（齋藤委員）地元なものですから，よろしくお願いします。 

   この場所は，地域協働で，あしたあさっても姫神山を中心としたこの地区の活性化につ

いて懇談会をやろうと思っていました。それで，いろいろ対応していただけるということ

ですが，この地区は住民も少なく，子供もいない状態です。このままではますます衰退の

一途をたどると思いますので，これにあるようにいろいろご配慮いただければありがたい

と思います。 

   以上です。 

 

（竹田会長）要望ですか。 

   教育委員会のほうで何かございますか，これに対して。 

 

（菅原生涯学習課長）確かにお話いただきましたように，学校は地域にとって重要な，中心的

な位置を占めてきたものですし，今そういう形ではないにしても，いろんな形でもって拠

点のような位置づけにはなっているのだろうと思いますので，委員さんお話しのように，

地域協働の意味で市民協働の中でもいろいろお使いいただける部分だろうと思いますので，

幅広く方法を考えていきたいなと考えております。 

   以上でございます。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，次の報告第２号 盛岡市玉山区地域協議会の意見に対する回答につい

て を議題といたします。 
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   説明者の入れかえのために，暫時お待ちください。 

   お待たせしました。それでは，報告第２号についての説明を求めます。 

 

（袖上歴史文化課長）歴史文化課の袖上と申します。それでは，皆様のお手元のほうに回答書

をお配りしてあると思いますが，そちらのほうで，このたび協議会さんのほうからいただ

きました意見書に基づく回答をさせていただきます。 

   意見書の内容につきましては，皆様もうご案内のとおりでございますが，今般歴史民俗

資料館の建設に当たって，石川啄木記念館と共用のスペースや設備を設けるなど，相乗効

果が発揮される有機的な施設の整備を検討するよう求めるという意見書をいただいたとこ

ろでございます。私５月28日にこちらに出席させていただきまして，そのときも説明をさ

せていただいたところですが，地域の方々，また学識経験者の方々から組織される玉山歴

史民俗資料館建設方針検討会を設立させていただきまして，これまで７月22日と10月16日

と，２回の検討会を開催しております。その中で，この検討会の中でいただいた意見書の

内容につきましても，委員の皆様方から推進すべきであるとのご意見を頂戴したところで

ございます。今後もこの意見書を尊重し，検討会においてさらに協議を進めて，石川啄木

記念館との相乗効果が発揮される歴史民俗資料館になるよう検討してまいりたいというふ

うに存じております。 

   つけ加えるならば，新たに道の駅構想の部分も含めながら，よりよい相乗効果ができる

ように，あわせて検討してまいる所存でございます。 

   以上でございます。 

 

（竹田会長）ありがとうございました。これに対して委員の皆様方のご質問，ご意見があれば，

どうぞお願いします。ありませんか。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）ご説明ありがとうございました。意見書に沿って大分取り入れられた，啄木記

念館との共用施設の問題，あるいはいろんな意味での今後の啄木記念館の活用についても

非常にプラスになる部分があるなと思ってお聞きしました。ぜひ早い時期に着工されて，

完成されますようお願いすることと，できれば今後の運営についても記念館との併用を重

視した形で，両方の施設が効率的に活用されますようお願いをして終わります。要望でご

ざいますので，返答は要りません。 

 

（竹田会長）ありがとうございました。 

   ほかにございませんか。櫻委員。 

 

（櫻委員）ちょっとお聞きしますけれども，啄木記念館との相乗効果，道の駅というお話が出

ましたけれども，道の駅もぜひともと思っておりますが，具体的なことがわかればお知ら

せいただきたいと思います。 

 

（袖上歴史文化課長）道の駅の部分については，玉山総合事務所で取り進めておりますので，
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恐らく計画のほうが固まりました時点で，また地域協議会さんのほうにご説明をする形に

なろうかというふうに思っておりますが，それでよろしいでしょうか。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）総務課，佐々木でございます。 

   道の駅の関係は，前回，第55回の地域協議会の際に，以前に出されました委員提案の中

で慎重に整備をという意見があり，その取り扱いについてもお話し合いをいただいた経緯

がございます。その中で，現委員のほうではやはり進めていくべきだということで，担当

課のほうも同じ考え方でございますので，進めてまいりますけれども，平成27年度に，第

三者委員会といいますか，検討会を設置して，さまざまなご意見をお伺いしながら，どう

いったコンセプトで事業を進めていくか，道の駅の建設を進めていくかという部分につい

て，具体的なものを示したいという方向で考えているところでございます。国土交通省と

の一体型の道の駅ということになりますので，駐車場やトイレ，道路情報等の施設につい

ては国交省のほうで整備するということになりますから，国交省とのスケジュール調整も

しなければならないということで，全体の事業の進捗ということになりますと，市と国と

地元といろいろ連携していく部分がございますので，ちょっと時間はかかるのかなとは思

っておりますけれども，遅くても27年度に具体的な話を進めながら，できれば28年に設計，

その後に建築ということで進めてまいりたいと考えているところでございます。 

   以上でございます。 

 

（櫻委員）はい，わかりました。ぜひともうまくいくようにお願いしたいと思います。 

 

（竹田会長）ほかにありませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なしの声がございます。なければ，報告第２号はこれで終わりたいと思います。 

   続いて，報告第３号 放射性物質に汚染された農林業系副産物の試験焼却結果について

を議題といたします。 

   これについての説明を求めます。 

 

（小原事務長）玉山総合事務所でございます。ただいまから説明を申し上げます。 

   放射性物質に汚染された農林業系副産物の試験焼却結果についてということでございま

すが，この件につきましては前回の地域協議会で試験焼却を行うというご説明をさせてい

ただいておりますので，その結果についてのご報告ということでございます。 

   お手元の資料をごらんいただきたいと思います。１枚物の資料，報告第３号と書いたも

のでございますが，まず１番の目的でございますが，これは以前にも説明してございます

が，放射性物質に汚染された牧草及び稲わら，ほだ木につきまして試験焼却を実施して，

周辺住民の安全，安心を確保するために試験焼却を実施するものでございます。 

   ２の対象施設でございますけれども，一般廃棄物焼却施設であります岩手玉山清掃事業

所及びその灰を埋め立ていたします岩手町と玉山区の各廃棄物処分場， 終処分場でござ
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います。 

   次に，３の実施期間でございますが，10月15日から20日までの間のうちの４日間におい

て試験焼却を実施したところでございます。 

   次に，４の処理対象物でございますが，牧草及びほだ木でございます。 

   次に，５の試験焼却の方法でございますが，基準としておりましたキログラム当たり

1,000ベクレル以下となることを確認するため，焼却炉２炉のうち１炉におきまして，

13.5トンの一般ごみに0.5トンの牧草またはほだ木をまぜて焼却し，その結果を測定したと

いうことでございます。 

   次に，６番の試験焼却結果でございますが，もう一つの資料，モニタリング測定結果と

つづってある資料があると思いますが，そちらをごらんいただきたいと存じます。 

   まず，（１）でございますが，処理対象物の測定結果ということで，焼却をする前にはか

った放射性セシウムの量ということになります。玉山区のものを見てみますと，10月15日

牧草0.5トン，合計で540ベクレル，それから10月17日に玉山区のほだ木0.5トン，これが20ベ

クレルという内容でございます。 

   （２）でございますが，試験焼却を行いまして，そこから出ます排ガスの測定結果でご

ざいます。測定する上で，ろ紙でばいじんをとると，それから水をくぐらせてばいじんを

とるということ。ろ紙のほう，それから水をくぐらす方法のドレインといいますが，試験

焼却前，試験焼却後，試験焼却中いずれもＮＤということで，このＮＤといいますのは検

出限界値未満ということで，不検出ということでございました。 

   次に，２ページをごらんいただきたいと思います。（３）番でございますが，空間線量の

測定でございます。これにつきましては，焼却施設の中と施設の周辺，ここに書いてあり

ますように６カ所において測定をしたところでございます。0.03から0.06までの間という

ことでございます。時間当たりのマイクロシーベルトでございますが，基準にしておりま

すのが国の基準値，１時間当たり0.19マイクロシーベルトでございますので，それを大き

く下回っている結果であったということでございます。その下にございます表は過去の線

量の計測結果でございますので，参考までに後ほどごらんいただきたいと思います。 

   次に，３ページでございます。（４）が焼却灰の主灰と言われる，下に落ちる灰の測定結

果，（５）が飛灰，軽いほうの灰でございますが，そちらの測定結果でございます。高く出

るだろうと予想しておりました（５）の飛灰につきましてでございますが，焼却前，焼却

後を含めた焼却期間中の結果を見ますと， 高でキログラム当たり314ベクレルということ

でございまして，基準としておりました1,000ベクレルを下回る結果になったところでござ

います。 

   次に，４ページは岩手町の 終処分場の結果ですので，割愛させていただいて，５ペー

ジを説明させていただきます。これにつきましては，門前寺にあります玉山の廃棄物処分

場の放流水，それから周辺の地下水の検査結果ということでございます。これにつきまし

ては毎月検査を実施してございまして，試験焼却灰の埋却処理が終わりました11月４日時

点の結果を見てみますと，それまでと同様不検出という内容でございます。 

   その下の（２），空間線量の調査でございますが，これにつきましてもお手元にあるとお

り0.03から0.06というようなことで，先ほど申し上げましたように0.19マイクロシーベル

トを大きく下回る結果ということでございます。 
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   その他の資料につきましては，これまでのモニタリング結果が６ページでございますし，

７ページ，８ページにつきましてはそれぞれ牧草あるいはほだ木をこういう形で細かく裁

断して投入してという，その写真等がついてございますので，後ほどごらんいただきたい

と思います。 

   今まで申し上げました結果を見てみますと，総じて本格焼却に向けて実施が可能な結果

となったのではないかなというふうに考えているところでございます。 

   それでは， 初の１枚物の資料にお戻りいただきたいと思います。７番の今後の対応で

ございます。これにつきましては，この試験焼却結果に基づきまして，昨日13日に焼却施

設周辺の住民説明会を既に実施したところでございます。また，本日は午前中に市議会の

産業環境常任委員会でご説明を申し上げましたし，本日ここでの説明，そして17日，来週

の月曜日でございますが，門前寺地区での住民説明会を予定しております。それ以外にも

市議会等への説明もさらに予定しているところでございます。今後とも説明をした上でご

理解をいただいて，そして各測定を今後とも継続するということで，安全性に十分配慮し

た上でご理解いただけるということであれば，12月の半ばから本格焼却に入っていきたい

というふうに予定しているものでございます。 

   説明は以上でございます。 

 

（竹田会長）説明が終わりました。委員の皆様の質問あるいはご意見を承りたいと思います。 

   岩崎委員。 

 

（岩崎委員）ちょっと教えていただきたくて手を挙げました。 

   ５ページの３の玉山廃棄物処分場の表なのですけれども，このゲルマニウム半導体検出

器でやった場合に，検出下限値は幾らで設定して測定した結果ですかね。例えば国の基準

が下にあるのですけれども，セシウム134と137の合算が１以下であればいいということの

判断でいいのですか。もしそうあるのであれば，下限値は１で設定するので，検出限界値

というのはもっと下がるべきではないのかなと思うのですけれども，そのあたりちょっと。

というのも私たちも農産物の検査を第三者機関に出して，大体下限値１で検体を送って検

査するのですけれども，そのときの検出限界値というのが0.幾つという値でＮＤ，不検出

になっているのですけれども，そのあたりちょっとどうなのかなと思って聞きました。 

 

（竹田会長）事務局。 

 

（櫻庭税務住民課主幹兼課長補佐）国の基準についてですけれども，５ページの中ほどにござ

いますが，セシウム134の濃度を60で割ったものとセシウム137の濃度を90で割ったものを

足して１以下になると，この基準はこの数値が１以下になるというのはゼロ歳から70歳ま

での期間にずっとその水を毎日飲み続けても，許される範囲ですけれども，それが年間１

ミリシーベルト以下という基準になっております。１ミリシーベルト以下というのは国で

示した基準です。その基準に基づきました検出限界値というのは，放射能をはかるときに

時間をかければより精度の高い濃度が出るわけなのですが，この機械であれば２時間程度

なのですけれども，わかりやすく言えば100個のボールがあったとしまして，その中の１個
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が当たりという場合に，目隠しをして１個を取ろうということをすると，確率的に100回や

れば１回は当たるのですが，それを時間かけてやると，統計にはかなり正確な数値に近く

なるというようなことで，この下限値というのは大体ここら辺で大丈夫であろうという数

値でして，はかったときにそれぞれ結果が違うと，下限値がそれぞれ違うというものなの

です。 

 

（岩崎委員）私たちが検査に出す場合は，下限値を例えば１なら１で指定して検査に出すので

す。そうすると，限界値というものが１を超えない数値で，0.幾つという感じで出て，そ

の中で検出されませんでしたよという証明をとるのです。これだと下限値がちょっとわか

らないのですよね。下限値というのは，あくまで機械を設定する下限値であって，限界値

とは出た測定の中での数値ですよね。だから，下限値幾らでこういう検査を行ったかとい

うのは，これ見る限りどこにも多分載っていないので，証明にならないと思うのですけれ

ども，普通であれば。 

 

（竹田会長）事務局。 

 

（小原事務長）ここにあります検出限界値というのは，この測定機械における下限値を示して

いるというふうに考えております。下限値の設定の仕方というのはいろいろあるのかもし

れませんけれども，自然界の放射能とかいろいろあるようでして，実際にはかってみると

どのぐらいの量を下限値として測定をしましたよというのが機械から出てくるようですの

で，その下限値がここだと思います。134であれば1.4，137であれば1.9と。これはゲルマ

ニウム半導体検出器による精密検査ということになりますので，かなり精密な下限値だろ

うというふうに思います。 

   それから，下のほうの箱の中にある１未満と書いてある，この１と，検出限界値のとこ

ろの1.4とか1.9と，これは別物だと考えていただければいいかと思います。基本的には先

ほど申し上げましたように灰でありますとか，そうしたものは8,000ベクレルが国の基準で，

我々は1,000ベクレルでやってございますし，水についても不検出という結果と考えていた

だいていいものと思ってございます。 

 

（竹田会長）岩崎委員，よろしいですか。 

 

（岩崎委員）私たちが行っている検査とこの表示の仕方が違うので，そこで私のほうが勉強不

足だったのかもしれません。済みません。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，この案件を終わりたいと思いますが，よろしいでしょうか。 
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    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）それでは，本案件を終わります。 

   説明者入れかえのため，暫時お待ちください。 

   続いて，報告第４号 盛岡市玉山区地域協議会の意見書に対する回答について を議題

といたします。 

   提案者の説明を求めます。 

 

（東藤市長公室長）市長公室，東藤と申します。よろしくお願いいたします。26年10月22日付

で貴協議会から意見書の提出がありました玉山区の設置期間延長及び玉山総合事務所の組

織体制維持並びに農林部の移転について，市長公室と職員課からご説明申し上げます。 

   対応状況でございますけれども，盛岡市・玉山村新市建設計画につきましては事業の推

進に鋭意取り組んでいるところでございますけれども，現在の見込みでは，後ほどご説明

申し上げますけれども，計画期間内での事業完了が難しい状況と見込んでおりますので，

さらに事業の着実な実施を図るため，計画期間の延長，あるいは社会情勢の変化に伴う事

業の見直しなどを行う必要があるものと考えております。玉山区の設置期間につきまして

は，盛岡市と旧玉山村との合併協定に基づきまして，平成28年３月31日までとなるもので

ございますけれども，新市建設計画の計画期間を延長する場合には玉山区地域協議会にか

わる組織の設置の検討もしてまいりたいと考えているところでございます。 

 

（佐藤職員課長）職員課の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。私から連名ではあり

ますけれども，組織体制，あるいは農林部の配置につきましてご回答申し上げます。 

   １点目の玉山総合事務所の組織体制，それから行政サービスの維持についての回答，対

応状況でございます。玉山総合事務所が所管しております事務事業につきまして，現在調

整を進めているところでございます。玉山総合事務所の組織体制と行政サービスの維持に

つきましては，市村合併時の合併協定における事務組織及び機構の取り扱いを踏まえまし

て，住民サービスの低下を招かないよう十分考慮しながら検討してまいりたいと考えてお

るところでございます。 

   ２点目の農林部の配置についてでございますが，市では現在平成27年度の組織見直しと，

平成28年度に向けた玉山地域を所管します組織のあり方について検討を進めているところ

でございます。農林部の玉山分庁舎への配置につきましては，これらの検討結果にあわせ

まして，市域全体の農林畜産業の振興等を踏まえた各庁舎，本庁舎あるいは若園分庁舎，

都南庁舎も含めまして，各分庁舎の効果的な組織配置の中で，引き続き検討をしてまいり

たいと考えておるところでございます。 

   なお，若干補足いたしますが，現在玉山総合事務所で所管しております事務事業につき

まして，玉山総合事務所総務課とあわせまして本庁各課と調整しているところでございま

すので，その調整結果を踏まえながら引き続き検討を進めてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。 

   以上です。 
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（竹田会長）説明が終わりました。これに対して質問，ご意見等がありましたらばどうぞ。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）提案者でありますので，若干お聞きしたいと思います。 

   地域協議会とすれば議論を深めてお願いしたものであります。特に玉山区を設置したと

きに，これは合併の際に申し合わせ事項というか，約束というか，10年間というようなこ

とで，地方自治法ではなくて合併特例法に基づく自治区を設置していただいた。それが非

常に奏功して，区民とすれば村時代と余り変わらない行政サービスをいただいたという評

価になっております。そうした中，もう残すところ１年ということで，いろんな社会情勢

の変化で10年の約束では住民サービスが低下するのではないかというようなことで，合併

特例債については国は10年の延期が可能と決定いたしております。盛岡でも新市建設計画，

玉山の場合は十二，三未着工で残っております。といいますのは，10年間の社会情勢等の

変化でうまいぐあいな，計画的な合併効果は出なかったというふうに判断されます。した

がって，国の合併特例債の延期にあわせて，合併特例法に基づく自治区を延長していただ

いて，玉山区住民の行政サービスの維持，継続と，当初約束した新市建設計画の実施を全

うしていただくという要望でした。 

   この文書を見ると，非常に役所的で，まさに落ち度のない回答であります。今後検討し

ていくと，新市建設計画が延長になれば地域協議会にかわるものを設置して継続して，行

政サービスを続けるというふうに書いてあります。実はこのお願いは，合併特例法に基づ

く自治区の延長についてお考えをお聞きしたいと。自治区の延長も選択肢に入っているの

かどうか。既に青森市では６年間の延期を決めております。それは，我々がここの地域協

議会で議論した中身と同じような背景があるというふうに思います。この回答書は，これ

以上ない，いい文書なわけでありますが，自治区の延長について選択肢に入っているのか

どうか，まずお聞きしたい。 

 

（東藤市長公室長）お答え申し上げたいと思います。 

   平成23年12月だったのですけれども，一般制度の地域自治区というようなことで提案い

ただいていて，その際に平成24年１月に地方自治法に基づく一般制度の地域自治区の設置

というのはその段階で考えていないというようなことをご回答申し上げております。地域

自治区につきましては，今佐々木委員さんがおっしゃるように，合併後いろいろ住民の方

の不安というようなことを解決するための手段として，合併特例法に基づく地域自治区と

いうのを10年間設けましょうということを協議で定めているということで，まだ10年には

達しませんけれども，いろいろ一体化の醸成とか，そういうようなことにも取り組んでき

ている，その中に新市建設計画もあるというようなことでございまして，一定の成果もあ

るのかなというふうに考えております。したがいまして，地域自治区を延長するのかとい

うことにつきましては，現在のところは，いずれ協議で定めた期間内ということで考えて

おります。ただ新市建設計画の全てを終わることができない見込みだということもござい

ますので，新市建設計画の変更，あるいは新市建設計画の執行状況に関する事項というこ

とが地域協議会さんの所掌事項にございますので，新市建設計画の期間を延長するとすれ

ば，そういうようなことをご審議いただくというような役割を持つということもかわる組
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織としてあるのかなという考えで，そこの部分をお答え申し上げました。 

 

（佐々木委員）そうすると，自治区の延長についても選択肢には入るというふうに判断してよ

ろしいですか。 

 

（東藤市長公室長）説明不足で済みませんけれども，今のところは選択肢の一つではなく，協

議で定めた期間で自治区については当初どおりの予定ということで，現在のところは考え

ているということでございます。 

 

（佐々木委員）その10年の合併時の約束については守っていただくということなわけでありま

す。そうしますと，新市建設計画の約束事項についても約束をした55事業については全部

やるという前提でよろしいのですね。 

 

（東藤市長公室長）この新市建設事業につきましては，途中で生出地区のエコタウン事業も追

加したりして，事業計画も２つほど事業をプラスしているということで，こちらの協議会

さんのほうにも諮問いたして，ご答申をいただいているということで進めております。社

会情勢によって，今の段階で27年度までの新市建設計画期間内に完了できない見込みのも

のが未着手のものを含めて41事業ほどになってございます。これは後ほど詳しくご説明申

し上げますけれども，状況の変化によって事業の実施の必要性のこととか，可能性が低く

なっているものとかもありますので，それにかわる事業の検討とかも含めて，いずれ当初

予定しておるものについては鋭意取り組むというのは大前提でございますけれども，状況

の変化によっては事業の見直しということも必要になってくるということで考えておりま

すので，それについては皆様のほうにもご相談申し上げながら進めていきたいと考えてお

ります。 

 

（佐々木委員）はい，わかりました。新市建設計画においては社会情勢の変化によって中止す

るもの，あるいは若干延期するもの等が出ると，しかし自治区については約束どおり10年

でお開きにしていただくと，こういう話のようにお聞きしました。 

   ついては，青森の例を余り強く言いたくないのですが，全く同じ条件です。社会情勢の

変化によって，10年で玉山区の区民が盛岡市全体の中で市行政サービスを受けるというこ

とについては，新市建設計画と同じようにうまくは進んでおらないと。したがって，10年

間の特例債が延びるということでございますので，ぜひ５年でも６年でも結構です。新市

建設計画とあわせて玉山区の体制というものが自治区の延長という形で，盛岡市でも十分

検討をお願いしたいと。今の検討は市長決裁になっているかどうかわかりませんけれども，

これは市議会の関係も出てまいります。地域住民が もいい行政サービスを受けられる体

制，行政として もスムーズにやりやすい体制づくり，これらを踏まえてもう一度室長さ

んのところで検討して，ぜひ市長決裁なり市議会への議論を上げていただきたいという要

望であります。これについては特に回答は要りません。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 
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    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，本件につきまして終わりといたしたいと思いますが，ご異議ございま

せんか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）では，この案件は終わります。 

   説明者交代のため，暫時お待ちください。 

   お待たせいたしました。それでは，報告第５号 新市建設計画に係る執行状況の報告に

ついてを議題といたします。 

   提案している当局の説明を求めます。 

 

（古舘企画調整課長）企画調整課の古舘と申します。よろしくお願いいたします。 

   資料をごらんいただきたいと思います。初めに，１ページ目でございますけれども，新

市建設計画につきましては主要事業を128事業ということで進めているところでございま

す。 

   １項目めでございますけれども，25年度の実績についてということで，62事業について

約63億100万円の実績で事業を進めてまいりました。25年度につきましては，（１）完了事

業といたしまして，地区集会施設の整備事業ということで，前田地区の施設整備が完了し，

これで，予定されていた７地区が全部終了となっておりますし，次の項目の社会教育施設

は，好摩地区体育館の外構部分の工事が残っておりましたので，それが25年度で全て終了

したということでございます。 

   次に，（２）でございますけれども，生涯スポーツの施設整備ということで，つなぎ地区

の多目的運動場整備が昨年度完了しておりますし，２項目めとして薮川地区の農村交流セ

ンターの整備が完了して，現在稼働しているという状況でございます。 

   それから，２項目めの26年度の進捗状況ということでございますけれども，こちらも62の

事業について，約74億9,100万円の予算で現在進めております。新規の事業では，市道渋民

東線の道路改良の整備を進めているということでございます。 

   この取り組みの状況については，別紙をごらんいただきたいのですが，資料１，横長の

資料でございます。25年度末の資料になりますけれども，左の項目で主要施策，個別施策，

ナンバーということで，このナンバーが全部で９ページ目まで128ありまして，それぞれの

事業ごとに整理しております。事業名，区分，担当課，区域，それから事業の実施時期は

平成25年度末の状況を，完了，着手中，未着手ということで示してございます。事業費は，

計画額が変更前，変更後とありますが，24年度に計画変更しておりますので，前と後とい

うことで示しておりまして，事業費については25年度までの実績，それから参考として26年

度の予算， 後に事業の概要等ということで整理した資料でございますので，内容のほう

は割愛させていただきたいと思います。 

   次が資料２になりますけれども，玉山区に係る未着手の事業の一覧でございます。未着
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手事業については全部で13事業あるのですけれども，玉山区については12事業を掲げてあ

ります。１つ目が岩手・玉山斎場整備事業，それから玉山小学校施設整備，運動公園整備

事業，歴史民俗資料館建設事業，道の駅設置事業，それから農業基盤整備の関係ですけれ

ども，団体営基盤整備促進寺林地区，排水対策特別事業船田堰地区，県営かんがい排水事

業松川大堰地区ということでございます。それから，裏面になりますけれども，渋民駅北

地区の区画整理，野中土地区画整理，ＩＧＲ下田駅の設置， 後12番目として水道未普及

地域の解消事業ということでございます。未着手の状況につきましては右の欄で説明して

おりますので，個別については説明は割愛させていただきますけれども，現時点でも見通

しが立っていないもの，それから着手に向けて地元との協議が進んでいるものということ

で，それぞれ未着手事業についても課題の中身は異なっておりますけれども，現在これら

が課題になっているという状況にございます。 

   次に，資料３をごらんいただきたいと思います。合併特例債の活用状況ということで，

１番目が活用実績のトータルですけれども，１行目が全体，玉山区，旧盛岡地区というこ

とで区分してありますけれども，全体のところを見ていただきますと，事業費につきまし

ては平成18年から25年度までの実績としては687億ほどで，そのうち特例債につきましては

104億6,220万円の実績でございます。 

   項目の２番目が25年度，26年度の状況でございます。玉山区の事業，旧盛岡市域の事業

ということで一覧がございますけれども，25年度の実績といたしましては総額になります

けれども，15事業で12億9,324万5,000円の事業費に対して８億880万円の特例債となってお

りますし，26年度につきましても18事業で28億9,145万3,000円の予算に対して22億4,210万

円の特例債の活用を図っているという状況でございます。 

   次の説明になります。資料の４をごらんいただきたいと思います。資料４については事

業の今後の見通しということで，今回初めてお示しする資料でございます。１番目の（１）

の事業の進捗の見通しにつきましては，計画事業数は，全部で128事業あるのですけれども，

ハード事業は全部で96事業になります。このうち平成27末と書いた一番右の黒い太枠で囲

った部分になりますけれども，96のうち来年度末においても未着手の事業が全体で12事業，

着手中の事業が29事業ということで，着手はしているのだけれども，27年度まででも完了

しないということで，未着手と27年度でも終わらない着手中を足した41事業が課題になっ

ているということでございます。着手率が87.5％，完了率が57.3％ということで，括弧書

きは玉山区に係る数値ということでございます。 

   次に，（２）番ですけれども，事業費及び合併特例債の見通しでございます。ここも一番

右の太枠のところを見ていただきたいのですが，総事業費といたしまして822億円ほどでご

ざいます。これに対して合併特例債の見込みですけれども，153億7,050万円ということで

見込んでおりまして，この表の下にポツポツと２段書きにしておりまして，下のほうのポ

ツのところですけれども，本市の合併特例債の発行可能額というものがございます。これ

が182億4,620万円ということでございますので，27年度末の発行見込みが153億円ほどとい

うことになっておりまして，差額の30億円弱になりますけれども，まだ活用の幅がござい

ます。 

   こういった状況を踏まえまして，２の計画変更についてですけれども，（１）が期間の延

長ということでございます。これにつきましては，東日本大震災の関係で地方債の特例措
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置がございまして， 大で10年間，合併特例債の発行期間を延長することができる規定と

なっております。こういったことから，28年度以降についても事業の推進を図るために計

画期間を延長する必要があるという状況にございます。 

   それから，（２）といたしまして主要事業の見直しでございます。社会情勢の変化等によ

り実施が見込めない困難な事業，あるいはそれにかわる事業の検討ということも必要な状

況になっているということでございますので，これらの事業の見直しについても検討して

いく必要があるということでございます。 

   （３）の合併特例債についても，平成28年度以降も有効に活用していくために，主要事

業の見直しとあわせて考えていく必要があるということでございます。 

   裏面を見ていただきたいのですが，裏面が課題となっている27年度末時点で完了が見込

めない41事業の一覧でございます。この中には，一番右の欄に書いてありますけれども，

未着手のものが全部で旧盛岡を含めて12事業あるということでございます。整理ナンバー

の１番から29番までが玉山区域，30，31が両地域，32番以降が盛岡の区域となっておりま

すので，お目通しいただければと思います。 

   後，資料の５ですけれども，これが玉山区に係る事業の全体図になっておりまして，

緑で塗った部分が今年度着手した渋民東線でございます。黄色の部分，ここが未着手事業

で，未着手事業のうち11の事業を示しているものでございます。 

   説明については以上となります。 

 

（竹田会長）ありがとうございました。それでは，ただいまの説明につきまして質問，ご意見

を承りたいと思います。 

   湊委員。 

 

（湊委員）上下水道の整備なのですが，資料１で見ますとナンバー123で未着手ということで，

これは次の資料を見ていくと何か29年度までに延長されているようなのですが，さっきも

ごみの焼却の問題でも出て，セシウムが検出されないということなのですけれども，やは

り毎日飲む水なわけですので，合併のときから見ると福島の影響が出ている可能性もある

わけなのですよね。それをずっと飲み続けて健康被害をもたらすようであれば，やはり命

にかかわってくることですし，ひいては医療費等も高騰することと思われますので，説明

のところを見ると，これから地域住民の意向を確認しながら事業化に向けて取り組んでい

く，大変公務員的な回答，そういう回答になっていると思いますけれども，やはり人の命

がかかわってくるかもしれないことです。事業費も20億という大変高額なわけですけれど

も，そういった人の命を守るという点から，なるべく早く取り組んでいただきたいと。要

望です。 

   あとは質問になりますが，水道でない水を利用している世帯数って，大体何世帯ぐらい

あるか教えていただけばと思います。 

 

（竹田会長）答弁をお願いします。 

 

（古舘企画調整課長）水道の未普及地域ということで，計画に上がっているところは全部で９
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つの地域となっております。９つの地域全体で161世帯ございまして，それぞれ地域の飲料

水の状況，これからどういった手法で整備するかというようなことについても，それぞれ

考え方も異なっているのではないかということもありますけれども，いずれ地域に入って

相談しながら進めていくということで事業課のほうからは聞いておりましたので，水の安

全への心配ということがございますけれども，そこは住民の方々と相談しながら進めてい

ければと思っております。 

 

（竹田会長）よろしいですか。 

   ほかにございませんか。佐々木委員。 

 

（佐々木委員）先ほどの地域自治区の話の中にも出てきたわけですけれども，玉山の場合12事

業が約束どおりいかなかったと，これについては社会情勢の変化は非常に大きいわけです。

私どもとすれば約束をしたからということで，無理にそれをやる必要はないというふうに

地域住民，多くの方々は思っております。これについてはまさにそのとおりであります。

したがって，今の資料を見させていただくと，渋民駅北地区の土地改良，野中，下田駅，

これについては廃止をしたいというようにとりました。これは，地域住民に説明をした上

でというふうになっております。これについては，社会情勢が変わったわけですからやむ

を得ない部分もあるわけです。しかし，計画があるわけですから，できれば代替案を示し

て，この３つを廃止する場合にはこれとこれをこの予算の中でやりますとか，そういうこ

とが役所的にはできないこともよくわかりますけれども，何かそんな代替事業みたいな，

統合事業みたいなものを行政で出せないとすれば，早急に地域協議会なり，総合事務所で

地域住民と相談の上出すとか，それを含めてこの提案をしてほしかったなと。例えば切る

だけではなくて，削除だけではなくて。 

   今はいろいろ検討するとは書いてありますけれども，例えば下田駅は人が乗らないと，

ＩＧＲの経営上もプラスにはならないと，10年前の計画とはかなり違ったのだと。しかし，

であれば渋民駅の無料駐車場を拡大するとか，トイレつきの普通の駅にするとか，例えば

そんなような代替案を示して削除するようなことを出してほしいと。 

   したがって，先ほどの話にもつながるのですが，新しい地域協議会を検討するというこ

とで，自治区の延長はないと思えという回答でしたけれども，私はあえて青森市に倣って

自治区の延長をするべきだというお願いをしたのですが，少なくとも任意の地域協議会で

はいけない，ぜひ，条例なり規則，法律に基づく地域協議会にしてほしいと。これ何回も

静岡にしろ福島にしろ，見させてもらいました。地域協議会なり，区をなくした後の市役

所の従来の何とか委員会のような，予算もつかない，事務局もないような地域協議会では

全く意味がないですよということを委員の方々みんな聞いているのです。ですから，先ほ

ど私は強く区の延長を申し上げたのですけれども， 低でも条例なり，地方自治法が一番

いいとは思うのですけれども，ぜひ社会情勢が変わったので，自治区についても延長する，

あるいは法に基づく地域協議会ぐらいの検討は重ねてお願いしたいと，これとあわせて。 

   今の話どうですか，この３つのことについて。 

 

（東藤市長公室長）今回未着手の理由，進捗の見込み等ということで書かせていただいており
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ます。区画整理の事業については，担当部で地域協議会の方々にも状況をご説明している

ところでございますけれども，この土地区画整理事業という手法ではなかなか難しいのか

なというようなことをご説明申し上げておりますので，今後どのような方向にするかとい

うことは担当部のほうでも十分に検討していくということでございます。 

   下田駅について，ここでやめるとかというような説明はしてございませんけれども，今

後について設置したときの利用者数とか，その辺のことも課題があるというふうにも聞い

てございますので，既存駅の利便性の向上策ということも含めて今後検討していくという

ことですので，今回こういうふうに未着手事業について検討していくということをお示し

させていただいた上で，さらに市のほうでその方向性を検討し，改めて地域協議会にもご

相談申し上げたいと考えております。今日はいずれ進捗状況と，今の見込みということで

お示しをさせていただいておりまして，これをどうするということはまた今後ご相談をし

ていきたいというふうに考えているところでございますので，ご了解いただければと思い

ます。 

 

（佐々木委員）ありがとうございました。いずれ約束10年と言わず，玉山区を見捨てないよう

に市政のほうでも支援をいただきますようお願いをして終わります。ありがとうございま

した。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   櫻委員。 

 

（櫻委員）今いろいろご説明をいただきまして，進捗状況もお聞きしたわけですけれども，私

の身近なところでお聞きしたいと思います。例えば一級市道の下田生出線でございますが，

20年度から24年度の計画で，22年度から32年度で完成予定というように表をいただいてお

りますけれども，そうするとあと５年で工事完了ということになるわけですけれども，

2,800メーターのうち今できているのがまだ400メーターぐらいという状況でございますが，

これではできないような気がしますし，補正予算を組んで次の年やって，次の年はもう予

算組んでいただけないというようなことになっておりますが，東日本大震災とか資材の高

騰とか，業者が足りないとかいろいろあるでしょうけれども，もう少し急いでやっていた

だきたいと思いますが，これはどのようなことなのでしょうか。 

   あともう一つ，新市建設計画で生出のエコタウン構想を組んでいただいたわけですけれ

ども，これも25年度からで，あと何年度までかというようなことも示されておりませんし，

湧口の問題がありまして，ここが一番の事業のメーンになるところではないかと思います

けれども，いろいろ諸事情はあるでしょうが，どのようにお考えになっているか，ひとつ

お聞きをしたいと思います。 

 

（古舘企画調整課長）初めに，下田生出線の関係ですけれども，昨年も同じようなお話で，な

かなか進んでいないというご意見をいただいております。担当課のほうにも計画年度が来

年度までということで，早期に進められないかというようなことはお話し申し上げており

ます。下田生出線につきましては32年度までの見通しということではございますけれども，
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いずれ玉山区の事業につきましては少しでも前倒しできるような部分については進められ

るように，担当課にもお話し申し上げていきたいと思っております。 

   生出地域のエコタウン事業につきましては，地元の所有者の方等と交渉を進めていると

いうようなことも聞いておりますけれども，いつ，どこまで可能かということがなかなか

現在の交渉では見通しを立てにくいというようなこともございまして，ここには終期を表

示していない資料となっておりましたが，そういった事情でございます。 

 

（櫻委員）貴重な時間，申しわけありませんが，少しだけつけ加えさせていただきたいと思い

ますけれども，下田生出線の道路でございますけれども，去年やっていただいた道路です

が，本道の部分も予算がないということで切れた状態になっております。砂利まで敷いて

固めたようですけれども，アスファルトが流されていないというような工事状況でござい

まして，今年度も事業計画の看板等まで少し業者が手をかけたような状態ですけれども，

まだ全然工事には入っていないということで，予算も看板に掲げておりますけれども，

4,000万が3,800万になって，180メーターで当初よりメーター数が100メーター縮むとか，

そういうような状況でございまして，雪が降る前に，子供たちも通っておりますので，去

年の分のアスファルト舗装だけは早急にお願いするようにこの場でお願いしたいと思いま

すし，エコタウン構想のほうも私たちも頑張っておりますので，なんとか物になるように，

せっかく新市建設計画で組んでいただいておりますので，重ねてお願いをしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

（東藤市長公室長）きょう担当部のほうにもお伝えいたしますので，いずれ新市建設計画につ

いては優先的に事業に取り組んでいきたいというように考えていることには違いがござい

ませんので，その辺もご理解いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（竹田会長）ほかにございますか。 

   太田委員。 

 

（太田委員）先ほどの委員の方と同じようなことになってしまうのですけれども，教育関係で

あれば玉山小学校の整備事業，未着手というふうになっていますけれども，実際問題少子

化の段階で，この後も小学校を新しく建てるということはまず私から見れば不可能な事業

であるかなというふうに思っていました。むしろそういう予算が今後つくのであれば，逆

に玉山区は複式学級が多い学校が多いので，教育委員会で適正配置を今一生懸命やってい

ただいているので，そちらのほうに予算を回してもらったほうがもっと円滑に事業を進め

られるのではないかなというふうに私は思っていました。子供たちの将来は本当に待って

くれないので，もっと早く解決できるような事業に予算を回すということを行政も考えて

いただければなというふうに思いました。できなさそうであればできないというふうにす

ぐに案を出してもらうような感じにしてもらわないと，いつまでたっても解決しないとい

う状況が出てきますので，もっとほかにやれることがあるのであればそちらのほうに回せ

るように，行政の方ももう少し頑張ってもらうとか，案を出してもらうとかというのをや

っていただければ，逆に協議も円滑に進むこともありますし，保護者の皆さんとか，例え
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ば学校であれば今後どうなるのだという過剰な期待があったりすると，うちの学校また新

しく建つのではないかという方も，中に聞いていらっしゃる方も実際いるわけですから，

そういうのも払拭するのであれば，払拭する意見とかもしっかり行政側から発信してもら

わないと，いつまでたっても解決に至らないと思うので，私からはそういうふうな要望を

いたします。 

 

（竹田会長）よろしいですか。 

 

（東藤市長公室長）先ほどお答えしたとおり，この未着手事業についての今後の方向性につい

ては，市内部のほうでさらに検討した上で方向性を見出しまして，皆様のほうにもそれを

お示しするということは今後進めていきたいと思いますのでご理解いただければと思いま

す。 

 

（竹田会長）廣内委員。 

 

（廣内委員）２点ほどですけれども，１つは先ほど湊委員のほうからもお話あったようですが，

五，六年前に，123番の事業のことなのですけれども，１回環境部のほうで地元に入って，

いろいろご検討いただいた経緯がございます。その後何も音沙汰なしということで，地元

でも「どうなっているんだべな」という話は出ている状況です。ですから，もう少し情報

を流していただければいいのかなというふうに思ってございますので，よろしくお願いし

たいなと思います。 

   それから，先ほど太田委員のほうから話がありました玉山小学校の関係，１週間ぐらい

前に地元説明会があったということですが，ＰＴＡさんへの話も早目に説明しているとい

うことは聞いているのですけれども，先行きどうなるのかなと，まだ聞いたばかりでござ

いますので，その辺は廃校にするというものではないという話もありますので，そこは地

域として，学区として考えていくべきものかなと。まだ結論には早いと私は思いますので，

地元の検討結果をもう少し踏まえていただいてもいいのではないかなと思います。 

   以上です。 

 

（竹田会長）ほかにございますか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，本案件を終わりたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）では，そのようにいたします。 

   ここで暫時休憩いたしたいと思います。３時５分再開といたしますので，よろしくご協

力のほどお願いいたします。 
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        （ 休憩 ）               （14：58） 

 

        （ 再開 ）               （15：06） 

 

（竹田会長）それでは，休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

   （２）審 議 

 

（竹田会長）今度は次第の（２），審議の部に移ります。 

   初に，諮問事項として審議第１号 新しい盛岡市総合計画の基本構想（案）について

を議題といたします。 

   提案者の説明を求めます。 

 

（古舘企画調整課長）企画調整課の古舘です。引き続き説明いたします。 

   資料の１枚目を初めにごらんいただきたいと思います。新しい盛岡市総合計画の基本構

想の案ということで，現在の総合計画が26年度までということですので，新しい基本構想

を定めようとするものでございます。 

   基本構想の案につきましては，別紙ということで用意，配付しております。それから，

参考資料ということで資料の６番まで配付しております。 

   初めに，基本構想の案を策定するに当たって，これまでの取り組みでございますけれど

も，資料の１をごらんいただきたいと思います。策定経過と今後のスケジュールというこ

とで，横長の資料になっております。１段目が市民参画，２段目が総合計画審議会，３段

目が市議会，４段目が玉山区地域協議会ということで整理しておりますけれども，基本構

想策定に当たりましては平成25年度，それから今年度，２カ年にわたって作業を進めてき

ております。 

   初めに，市民参画の１段目のところでございますけれども，平成25年度に，まちづくり

への提言募集，アンケート調査を３種類実施しております。それから，市民討議会，意見

交換会，子供，若い世代の意見の聴取というようなことで，昨年度市民意見の集約という

ことを進めております。 

   それから，２段目のところになりますが，総合計画審議会，これは30人の委員さんにお

願いして，基本構想の案についていろいろ議論いただいているものでございます。ことし

の２月12日に諮問とありますけれども，９月２日には基本構想の中間答申ということで，

５回ほど審議会を開きまして，中では分科会等に分かれて審議してきたという経過でござ

います。 

   それから，市議会のところを見ていただきたいのですけれども，今回，玉山区地域協議

会でのご審議をいただいた後に，できれば12月の市議会にこの基本構想を提案いたしまし

て，基本構想を議決していただきたいということで考えているところでございます。 

   それでは，次の資料になりますが，資料２をごらんいただきたいと思います。資料２が

市民意見の集約，把握ということで，全部ではございませんけれども，一部こういう形で
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要点をまとめております。アンケート調査につきましては，市民の声アンケート調査とい

うことで3,000人，まちづくりアンケートということで各町内会等の団体，850団体，ふる

さとまちづくりアンケートということで，東京にいらっしゃるみちのく盛岡ふるさと大使

など市外の方300人ということで実施しておりますし，市民意見交換会，市民討議会，これ

は青年会議所等からも協力いただいて，まちづくりについてのワークショップ等を行って

きております。それから，子供や若い世代からの意見というところでは，小学生から大学

生などまでを対象に，県立大学の先生にお願いしまして意見集約を行っております。こう

いったことで，昨年度は市民意見を中心に取りまとめてきております。 

   それから，資料３は人口についてですが，説明は省略させていただきますけれども，左

側の表の人口推移はこれまでの経過ということで，出生と死亡が逆転したり，転入と転出

の動きがあったりというようなことで，人口減少してきましたけれども，震災の関係で少

し持ち上がっているようなグラフになっております。 

   裏面は今後の推移ということで，平成52年までどうなるかという見通しを試算したもの

でございます。説明は割愛させていただきます。 

   資料の４は財政見通しということですので，これも資料の説明は割愛させていただきま

す。 

   次，資料の５ですけれども，基本構想案の全体イメージ図ということでございます。基

本構想につきましては目指す将来像ということで，一番上に高い目標を掲げて，基本目標，

それから施策ということで，盛岡市のまちづくり全体を進めていくというようなことで考

えているものでございます。 

   後になりますが，資料の６ですけれども，パブリックコメントということで，９月の

市議会での中間答申をいただきました後に，９月から10月20日までパブリックコメントを

募集し31件の意見を頂戴しておりますし，パブリックコメントを補足した市民説明会とい

うことで，６ページから 後，11ページまで出された意見等について資料を取りまとめて

おります。内容については，説明は割愛させていただきたいと思います。 

   それでは，基本構想の案の中身についてご説明したいと思います。別紙の基本構想の案

の資料をお開きいただきたいと思います。 

   初めに，１ページでございます。第１に基本構想の目的ということでございます。長期

的な視点に立ってまちづくりを進めていくというようなことで，基本構想を掲げるもので

ございます。 

   第２の基本構想の目標年次でございますけれども，平成37年ということで，10年先を目

標としております。 

   さらに，現状と将来見通しということで，１番目として社会の潮流ということでござい

ます。（１）から（９）までということになりますけれども，人口減少，それから（３）の

高度情報化の進展，２ページ目に参りますと（５）では地域コミュニティの活力の低下へ

の懸念，（６）が安全・安心に対する意識の高まり，（８）では公共施設の老朽化の進行等

でございます。 

   ３ページの項目の２番目として，盛岡市の特徴ということで，（１）として市勢，（２）

として魅力ということでございます。 

   次に，項目の３番目として，盛岡市の主要な将来見通しということで，（１）人口の推移
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ですけれども，「本市の人口は」ということで１行目にありますが，平成12年が人口のピー

クでございます。これ以降は減少傾向ということでございましたが，震災以降若干減少傾

向がとまっているという状況でございます。 

   これを踏まえまして，４ページになりますけれども，（２）の将来人口でございます。人

口につきましては２行目にありますけれども，平成37年の見通しでは28万1,800人というこ

とで，現在の人口が30万人弱ですから，10年間で，約２万人弱ぐらいの人口が減少すると，

さらにその先10年についても２万人ぐらい減少するというようなことになっております。

逆に，「また」のところですけれども，年少人口，それから生産年齢人口ということで，65歳

以下の人口については減少していくのですけれども，老年人口，65歳以上の人口につきま

しては，８万4,500人ということで，１万人から２万人程度増えていくというようなことに

なってございます。 

   それから，（３）の財政見通し，市の財政ということですけれども，人口が減少いたしま

すので，市税収入は若干減少するというふうに見込んでおりますし，歳出のほうでは社会

保障関係費の増加を見込んでいるという状況でございます。 

   （４）の土地利用のところでは， 後の行にありますけれども，コンパクトで効率的な

市街地の形成ということで，これも人口減少等に伴ってということでございます。 

   次に，５ページの項目の４，まちづくりを考える上で重視する視点ということで，これ

については全部で７項目掲げております。 

   初めの（１）の部分ですけれども，若者や女性が住みたくなるまちと，人口減少に伴っ

て今若者とか女性が注目されているというようなこともございます。それから，（２）とい

たしまして高齢者がいきいきと暮らすまち，（３），人にやさしい安全・安心なまち，（４），

都市の魅力を磨き選ばれるまち，（５）が次世代につなぐまちということで，次のページに

なりますが，６ページ，（６）として東北の拠点となるまち，（７）が共につくるまちとい

うことで，７つの重視する視点を掲げております。 

   それから，現在の状況等を踏まえまして，６ページの第４としてまちづくりの目標を掲

げたところでございます。ここでは，１つ目として目指す将来像ということで，「ひと・ま

ち・未来が輝き 世界につながるまち盛岡」を掲げております。説明がその下に４行ほど，

「市民の誰もが」ということでございますが， 後，「盛岡らしさを発揮できる世界につな

がるまちを目指す」ということにしております。 

   この将来像を達成するために，さらに７ページになりますが，基本目標ということで，

４つの基本目標を掲げております。（１），人がいきいきと暮らすまちづくりということで，

１つ目の目標は若い世代や子育て世代が住みたい，それから住み続けたいと，そういうま

ちづくり，それから豊富な経験を持つ高齢者がさまざまな分野で活躍できるまちというこ

とにしております。それから，（２），盛岡の魅力があふれるまち，（３）として人を育み未

来につなぐまちづくり，未来の盛岡を支えていくことのできる人材育成，人を育むまちに

ならなければならないというようなことと，自然と都市機能が調和した持続可能なまちづ

くりを進める必要があるということで目標にしております。（４）として，人が集い活力を

生むまちづくりということで，特に産業振興ということでございますが，それとともに国

際化ということを見据えて，世界に通用する優れた人材を育成するということも目標にし

ております。 
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   次，８ページになります。４つの基本目標ということですけれども，さらにそれを具体

的に進めるために，全部で29の施策ということで掲げております。（１）の「人がいきいき

と暮らすまちづくり」が１つ目の基本目標ですけれども，この基本目標を進める上で，カ

タカナのアから９ページのサまで，それぞれの施策というようなことで考えているもので

ございます。アの地域福祉の推進からイの子ども・子育て，若者への支援ということでご

ざいます。 

   それから，ウの高齢者福祉の充実のところでございますけれども，パブリックコメント，

市民説明会の意見を踏まえまして，１行目のところに長寿社会の実現という文言を加えさ

せていただきました。健康寿命，健康づくりが一番というふうな意見がさまざま出てまい

りましたので，長寿ということを意識した施策ということで考えております。 

   それから，９ページのところでは安全・安心な暮らしの確保，地域コミュニティの維持・

活性化ということで進めたいと考えているものでございます。それから，カタカナのサの

ところでは関連施策ということで，ほかの基本目標のところで同じものが出てきておりま

す。 

   10ページをお開きいただきたいと思います。２つ目の基本目標の「盛岡の魅力があふれ

るまちづくり」では，６つの施策を掲げております。初めに，歴史・文化の継承，それか

ら芸術文化の振興，スポーツ，盛岡ブランドの展開，カのところでは計画的な土地利用の

推進といったようなことで，魅力があふれるまちをつくっていこうとするものでございま

す。 

   11ページ，３つ目の基本目標，「人を育み未来につなぐまちづくり」に対しましては，４

つの施策ということで，アの子どもの教育の充実，ウの社会を担う人材の育成と支援，エ

の地球環境の保全と自然との共生ということでございます。 

   12ページをごらんいただきたいと思います。４つ目の基本目標，「人が集い活力を生むま

ちづくり」の部分では，特に産業振興ということで，アの農林業の振興から13ページの都

市間交流の促進までということになりますけれども，特にもアの農林業の振興の部分では，

パブリックコメント，市民説明会で中山間地域と都市部との交流が不足しているのではな

いかと，そういうものを通じて地域の活性化だったり産業の振興に，都市部と農村部，中

山間地域との交流を図りながらそれぞれの価値を高めていくという取り組みが必要ではな

いかということがございまして，１行目のところで「都市部との交流を図りながら地産地

消をベースとした付加価値の増大」という部分を新たに加えております。 

   それから，13ページの国際化の推進というところでは，企業の国際競争力向上への支援，

国際的に活躍できる人材の育成等ということで，一歩踏み込んだ国際化に向けた取り組み

ということを考えております。 

   14ページになります。まちづくりの目標の体系図でございます。上から将来像がありま

して，４つの基本目標，それにつながる各施策ということでございまして，横に帯が長く

伸びているものについては，１つの施策が複数の基本目標の達成に関係してくるというよ

うなことで，１対１の関係ではなくて，複合的な施策によって基本目標を達成していくと

いうようなことで考えているものでございます。 

   後，15ページになります。第５として自治体経営の理念ということで，４項目でござ

いますけれども，将来像，基本目標等を達成するために自治体が取り組むべきことという
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ことで，１つ目が市民参画や協働によるまちづくりの推進，２つ目が健全な財政運営と効

率的な組織体制のもとで，信頼性の高い市政を確立していく，３つ目として他の自治体と

の連携，協力ということで，自立的な経営を推進する，４つ目として市民の視点で施策を

評価し，常に見直しを行いながら改革，改善に取り組んでいくということで，理念として

掲げているものでございます。 

   基本構想については以上となりますけれども，総合計画につきましては基本構想と，事

業の具体的な取り組みをお示しする実施計画ということで，２段構えになっておりまして，

基本構想につきましては10年間のまちづくりの基本的な方向性を示しているものというこ

とで考えているところでございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

（竹田会長）説明が終わりました。ここで説明に対する質問，あるいはご意見等ございますれ

ば承りたいと思います。ありませんか。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）すばらしい計画案が出たのに，お話を申し上げないで終わるのも室長さんに申

しわけないので。この計画，基本構想の策定については何回か見させていただいて，議論

する場面にも出ました。非常に市民の皆さんの声を踏まえて，その都度訂正をされて，市

民の計画だなということで，非常に市民の皆さんの意見を酌み入れた基本構想になったな

というのを率直に感じております。ご苦労さまでございました。 

   若干時代の変化もあると思いますが，気になるのは，人口減少も一応出しておりました

けれども，盛岡は八百九十何ぼの消滅市町村ではないわけですけれども，玉山区だとか，

あるいは都南の奥だとか，周辺はきっとほかの市町村と同じなのです。その辺を踏まえて，

盛岡は安心よねという感じにとれる部分もあるので，できれば人口減少対策，子供さんが

どんどん産めるような体制，ほかの市町村でも既に行動しているし，盛岡もやっているわ

けですけれども，そんなことがこの基本構想に若干人口対策は入ったらいいかなと。 

   それから，産業振興についても，これはいろんな場面で発言が出ているわけですけれど

も，後ろのほうに農林業だとか商工業だとか出てきました。非常にいいなと思って見てい

ましたけれども，盛岡の魅力の中に第３次産業だけが出てくるのです。皆さんちらっと見

てわかったのでしょうけれども，盛岡の魅力，第３次産業，現状はそうなのですけれども，

そうではないような気がするのですね。２次産業は北上に参ったと，３次産業は県北に任

せるというのではなくて，都南村と玉山が入ったことによって，もう少し産業振興面での

魅力があって，産業振興というのは先ほど農林地帯と中心市街地の交流の話が出ていまし

た。これも非常にいい話で，できれば地産地消，市独自の６次産業みたいなものが入って

くればいいなと思いました。 

   それから，東北を代表すると，仙台に次ぐまちづくりというのが出てくるのですけれど

も，それは結構な話なのですけれども，具体的に実施計画をつくるときにどうなるのかわ

かりませんが，やはり県都盛岡の役割というのは非常に大きいわけです。これが見えない

のです。どこかに書いてありましたけれども，人口からいっても何からいっても秋田より

も少ないし，青森よりも少ないわけだから，なぜ仙台に次ぐ盛岡になるのかというのはち
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ょっと疑問なのですけれども，先ほどの農林業一体だとか，あるいは県都としての役割を

やっていくし，あるいは今岩大にお願いしている，何だか開発する機構ありますよね。市

が金を出して東北の，全国の会社が来て勉強する場面，ああいったものもまさに仙台でも

やっているのですけれども，仙台市の予算で東北６県も集めてやっているのですけれども，

ああいうことをやっているわけだから，人材育成なんかも東北６県，あるいは県内全体を

見て対応するのだというようなことが見えればいいかなと思いました。 

   それから，市民協働推進指針がきょうの新聞にもでかでか出ていました。30地区に職員

を配置して，６地区には相談員を置くというような，すばらしい市民協働推進計画が新聞

に出ていました。だとすれば，我々が去年お願いをして切られた，地方自治法に基づく自

治区，盛岡全体でやりませんかと言ったら，やる気はないと室長に怒られたけれども，そ

のことを今市民協働活動で言っているわけです。30地区の公民館に職員を配置して，６地

区にはさらにセンターにして職員を配置しますと。であれば，地方自治法のまさに住民と

一体となった市民協働の体制づくりなんていうのは物すごく盛岡らしくて，東北には余り

ないのですね。新潟にはたくさんあるのですけれども。そんなようなことがちょっともっ

たいないなと思ってお聞きしました。 

   いずれにしろ，大変市民の意見が反映をされて，見させてもらうたびによくなっている

ということを感じましたので，報告をさせていただきます。ありがとうございます。 

 

（竹田会長）何かご所見がありましたら。 

 

（東藤市長公室長）貴重なご意見ありがとうございます。若干今の人口減少とか，そういうよ

うなお話が出ましたので，基本構想の７ページを少しごらんいただきたいと思います。７

ページのほうは，まちづくりの目指す将来像を実現するための基本目標ということでお示

しをいたしております。大きくは４つということで，（１）のいきいきと暮らすまちづくり

では，盛岡に定住する人口を保ちということで，人口減少社会ではございますけれども，

できるだけ維持していこうというようなことで，ここに人口減というような視点を大きく

捉えて，まず定住する人口というふうに考えてございます。（２）の魅力があふれるまちづ

くりでは，交流人口を増やすと。１つ目では定住人口，２つ目では交流人口をふやしてい

くためにということで，こういうような取り組みを目指していこうと，魅力あふれるまち

ということで書いてございます。 

   ３つ目としては人材育成ということがありますけれども，４つ目として県都としての役

割というようなお話がございましたが，（４）の２行目で拠点都市としての役割を十分に果

たすというのは，これは当然県都としての役割ということも含まれて，東北における仙台

に次ぐ拠点都市ということも含まれていると考えております。そのために産業の振興，第

３次産業がメーンではございますけれども，他の１次，２次の産業の振興も図るというこ

とで，求心力のあるまちづくりということがやはり盛岡の拠点都市としての役割なのかな

ということで，求心力というようなことに触れてございます。そういうようなことで，目

指す将来像を実現していこうということで将来像を描いているということです。 

   市民協働というお話が出ました。地域担当職員を配置するということで新聞報道もされ

てございまして，今，市民協働推進指針に基づいて町内会活動等の個別の計画の策定を進
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めておりまして，基本構想の15ページの中で，自治体経営の理念ということで，第５の１

番目のところに市民参画，協働によるまちづくりを推進するということで，ここで理念と

して掲げておりまして，市の目指す市民の方々との協働でまちづくりを進めていくという

ことをさらに次期総合計画においても進めていこうということで考えております。 

   基本構想は大きい方向性を示しまして，これに続く実現策ということで実施計画の策定

も今進めております。その中で具体的に何をやっていくのかということは，施策体系に基

づいて具体的な手段を定めていきたいと思いますので，これはしかるべき時期に地域協議

会の皆様のほうにもお示しをさせていただきたいと考えておりますので，よろしくお願い

したいと思います。 

   以上です。 

 

（竹田会長）ほかに。 

   湊委員。 

 

（湊委員）今ご説明いただいた基本目標のような盛岡市になれば，すごくいいなと思うわけで

すけれども，これから具体的なものが示されるということですけれども，私たちも何かの

形で協力できるのがあれば協力していきたいという気持ちは，市民，区民，あると思いま

すので，既にある例えばＪＡの組織とか，この前もＪＡ新いわての女性部の研修会があり

ましたけれども，久慈とかそっちのほうからも来て，姫神ホールで行われましたけれども，

そういった人たちとの交流。あとは定住，交流を目指すということですけれども，既にあ

るかかわりの中でやればもっとやりやすい。あと，この前の広報にも載っていましたけれ

ども，商工会のほうでもゆるキャラをつくったというような非常に頼もしい記事も載って

おりましたけれども，そういった既にある機関との協力体制をもっと強くして進めていっ

ていただければと思います。 

   あと，農業に関してですけれども，私も微々たる農業をやっているわけですけれども，

周りを見回すと70歳超えた，80歳超えたと言いながら，ことしで終わりかな，来年で終わ

りかなというような状況の人たちがあるわけなのですけれども，定住を目指すのであれば，

農業は農業だけではなくて，景観もつくり出していると思います。水田の美しさとか，定

住を進めるのであれば農業も巻き込んだ形で定住を図っていっていただければと。これか

ら出てくる具体的な目標というか，どうやってそれを実現していくかというところに職員

の方たちがいろいろ知恵を絞っておられると思いますので，それに期待したいと思います。 

 

（東藤市長公室長）ありがとうございます。協力できるところがあればというようなお話でご

ざいます。これまでの取り組みも生かして，いずれ市民協働，地域協働ということはいろ

んな主体にかかわって参画いただきながらまちづくりを進めていこうというような取り組

みでございますので，これまでの成果，実績も踏まえて，さらによりよいまちづくりに向

けて皆さんで行政含めて取り組んでいくというような方向性でいきたいと思います。 

   それと，農業は，岩手県あるいは東北を見たときにも一つの基幹産業でもあるというよ

うなことでございますので，今６次産業化というお話が佐々木委員からも出ました。そう

いう新たな視点も加えて，持続可能な地域を目指していくということが必要だと考えてお



 30

ります。 

   参考までにつけ加えますと，盛岡広域の８市町ということで，今地方中枢拠点都市とい

う制度がございまして，盛岡市もそのモデル事業に手を挙げまして，広域の８市町で経済

戦略の策定も進めております。その中でも，例えば生産性を上げるにはどうしたらいいか，

その中には農業も出てくると思いますので，そういう資源を生かしてどうやって産業振興

を図っていったらいいかという検討もしてございますので，今いただいたご意見も踏まえ

まして，今後さらに検討を進めてまいりたいと考えております。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，本件について一応審議のほうは終えて，これについての取り扱いをお

諮りしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）この案件，原案どおり可とする答申をすることでよろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）異議ないようでございますので，そのように取り扱わせていただきます。 

   ここで説明者の入れかえございますので，暫時お待ちください。 

   それでは，審議案件の第２号「盛岡市公共施設保有 適化・長寿命化長期計画（案）」の

策定についてを議題といたします。 

   提案者の説明を求めます。 

 

（志賀資産管理監兼資産活用事務局長）それでは，資産管理活用事務局の志賀と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。それでは，「盛岡市公共施設保有 適化・長寿命化長期計

画（案）」の策定についてご説明を申し上げます。 

   初めに，１枚物の資料をごらんいただきたいと存じます。本計画は，昨年６月に策定，

公表いたしました盛岡市公共施設保有の 適化と長寿命化の基本方針に基づきまして，将

来世代に大きな負担を強いることなく，持続可能な市民サービスを提供していくことを目

的に，向こう20年間の計画の対象施設を明らかにいたしまして，その施設用途ごとの具体

的な取り組みの方向性を定めるという，こういう基本計画として策定するものであります。 

   策定に当たりましては，外部有識者によります公共施設等マネジメント推進会議で意見

等をいただきながら，庁内組織であります課長級の公共施設保有等検討会議，そして市長

をトップといたします部長級によります庁議等で調整をいたしまして，このたび案を取り
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まとめたものでございます。 

   （１）の計画策定についてですが，計画案は別添の厚い資料となっておりまして，後ほ

どご説明申し上げます。（２）の策定時期は本年12月を予定いたしまして，（３）の計画期

間につきましては平成28年度から平成47年度までの20年間となるものでございます。 

   （４）の計画内容につきまして，Ⅰの長期計画の位置づけ，そしてⅡ，長期計画の背景

につきましては，昨年策定いたしました基本方針のデータに時点修正を加えた形で，計画

の導入部となるものでございます。 

   Ⅲの長期計画の取り組みが本計画の中心部分となりますが，１の長期計画の概要につき

ましては，先ほどご説明いたしました目的，計画期間に加えて対象施設を定めております。

裏面の２ページをごらん願います。２の維持更新費用の検証では，20年間で施設の維持更

新費用がどのくらいかかるかを試算して，その対応策をまとめております。３の施設保有

の 適化に向けた取り組みでは，施設に共通する，あるいは施設用途別の現状と課題，そ

してその取り組みの方向性を示しております。４の長寿命化に向けた取り組みでは，施設

の長寿命化に向けた工事の概要と，現状から見ました実施時期の考え方を記載しているも

のでございます。５の計画の進め方につきましては，この長期計画を円滑に推進するため

に，個々の施設計画を策定していくこと，そして計画の進行管理と推進体制につきまして

記載しております。 後に，６の財政見通しにつきましては，先ほどご審議いただきまし

た新しい総合計画の基本構想案の平成27年度から36年度までの財政見通しを再掲しており

ます。 

   以上が計画の構成内容となります。 

   次に，２の今後の策定スケジュールについてでございますが，本日ご審議いただいた後

に，11月25日の市議会全員協議会にお諮りし，11月26日から12月17日までパブリックコメ

ントを実施いたしまして，市民の皆様に広く意見を求めたいと考えております。また，翌

27年度には個々の施設の計画となります中期計画と実施計画を策定する予定としておりま

す。 

   それでは，別添の資料であります長期計画案をごらんいただきたいと存じます。表紙を

おめくりいただきますと目次のページとなりますが，右のページの 後のほうに利用上の

注意といたしまして記載しておりますけれども，基本的にこの計画は平成26年３月31日現

在，平成25年度末の施設の状況で策定しておるものでございます。 

   １ページをごらん願いたいと存じます。Ⅰの長期計画の位置づけでございますが，下の

図をごらんいただきたいと思いますけれども，当市の公共施設アセットマネジメントの推

進に当たりましては，左の枠囲みの庁舎，学校などの建築物系施設と，右の枠囲みの道路，

橋梁，上下水道などの都市基盤系等施設の２つに分けて，それぞれ取り組んでいくことと

しております。本計画は，左側の長期，中期，実施計画と記載しております破線部分のと

おり，翌年度に策定予定であります中期計画や実施計画とともに，建築物系施設，いわゆ

る箱物を対象とした計画となるものでございます。 

   ２ページをごらん願います。長期計画策定の背景でございますが，１の公共施設の現状

といたしまして，当市では高度経済成長とあわせて多様化する市民ニーズに応ずるために，

施設の建設を進めてサービスの提供を行ってきたところでありますが，この建築物系施設

では築30年を超える施設が現在では４割を超える状況となりまして，非常に老朽化が進ん
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でおります。また，人口１人当たりの延べ床面積を見てみますと，中核市の平均を８割上

回ります3.5平米を保有している状況となっております。 

   次の３ページの 後のほうには，中央道の笹子トンネルの天井板落下事故などを初めと

いたしまして，公共施設の老朽化問題は全国的な課題となっておりますが，市におきまし

ても例外ではないことをうたっております。 

   ４ページの２の維持更新費用の増大では，建築物系施設ではこの現状のまま施設を保有

した場合，現在の支出額では向こう40年間で45％ほどの施設しか更新できない推計を示し

ております。また，下段の都市基盤系等施設でも向こう40年間で4,900億近くの維持更新費

用が見込まれまして，大きな課題であることを示しております。 

   おめくりいただきまして，５ページの３，少子高齢・人口減少社会の到来といたしまし

ては，年少人口，それから生産年齢人口が減少していく，そして老年人口の増加の推計を

示しております。この文章の中ほどにも記載しておりますが，本計画に近い20年間，平成

27年度から47年度の期間におきましても老齢人口は２割弱ほど増加する，一方で年少人口

が３分の１減りまして，また生産年齢人口も２割減少すると，よって総人口も12.3％減少

する見込みを示しております。このことから，現在の人口１人当たりの延べ床面積であり

ます3.5平米をこのまま維持すると仮定した場合でも，20年後には人口減少によりまして

12％ほどの施設余剰が見込まれることを期待しております。 

   ６ページには，４の厳しい財政状況といたしまして，扶助費が平成元年から25年間で４

倍近くに増加いたしまして，一方で普通建設事業費はピーク時の３分の１まで減少して，

施設の維持更新経費の捻出が困難な状況を示しております。 

   次のページ，７ページをごらん願います。Ⅲの長期計画の取り組みでございますが，１

の長期計画の概要では先ほどご説明申し上げました計画の目的期間のほか，（３）の計画の

対象施設といたしまして，施設数366施設，延べ床面積にいたしまして88万6,700平米を記

載しております。これらの規模は，市の建物全体の約83％を占めるものでございます。除

外する施設につきましては，ア，イ，ウ，エということで記載しておりますが，面積が小

さい施設ですとか仮設の施設，それから文化財等の施設を除外している形になります。 

   ８ページをごらん願います。２の維持更新費用の検証といたしましては，（１）の維持更

新費用の推計に記載しておりますとおり，従来どおりの建てかえの周期，60年で建てかえ

る場合には，向こう20年間に要する費用は総額で2,135億円，年平均で106.8億円と試算し

ております。一方，これに充てることができる財源といたしましては，次の９ページの上

段のエに記載しておりますとおり，普通建設事業費として年44.6億円，これが充当できる

財源として見込んでおります。よって，③の維持更新費用の不足額に記載しておりますよ

うに，年62億円ほど不足が生ずる見込みと。このことは，従来どおり60年の建てかえ周期

で維持更新した場合でも，現在の保有施設の42％程度しか更新できないということを示し

ております。 

   次に，９ページの下段の（２）の維持更新費用の縮減の取り組みの①，長寿命化の推進

による維持更新費用の縮減額の試算では，建てかえ周期を今の60年から80年に長寿命化を

図った場合はどうなるかという試算をしております。長寿命化80年にした場合は，計画期

間の建てかえ回数が減少しますので，維持更新費用が下がります。先ほどの106.8億円から

63.6億円まで縮減されますが，10ページの下段に記載のとおり，この場合でもなお事業費



 33

で19億円ほどの不足が見込まれる形になります。よって，80年に延命を図った場合におい

ても，現在の施設の７割程度しか更新できないことをあらわしております。 

   11ページをお開き願います。それでは，②の総量縮減による維持更新費用の縮減額の算

定といたしましては，本年３月に公表いたしました施設カルテにおきまして，毎年施設の

維持管理に要しております維持管理コスト，これは年46.8億円ほど支出しております。例

えば延べ床面積を１％縮減するごとに比例して維持管理コストも縮減すると仮定した場合，

１％につき4,680万円ほど縮減が可能だということで，この場合の縮減額を先ほどの維持更

新の費用に充てる試算をここでしております。 

   その試算結果を示しますのが12ページの図の４というふうになります。この図を見てい

ただきますと，横軸には延べ床面積の縮減率を，縦軸には金額を置いた表となっておりま

す。63.6億円と記載されている点，縮減率ゼロ％の上のところに丸ポツで63.6億円と記載

しておりますが，ここから右肩下がりに下がってきています線，これが施設の維持更新費

用が床面積の縮減に応じて比例して縮減する試算となります。 

   一方，この更新費用に充てることができる財源といいますのが，薄い色で示しておりま

す44.6億円の普通建設事業費と，それからその上に載っております，濃い三角形で示して

おります総延べ床面積の縮減に伴いまして増加する維持管理コスト，この縮減額の合計額

となるものであります。維持更新費用と財源の交わる点，17.1％という点がございますけ

れども，ここが財源とバランスのとれた費用と見ることができ，今現在の保有量から17.1％

延べ床面積を縮減すると施設の維持更新するための財源が確保できるというふうに考えら

れるところであります。 

   （３）の検証結果に記載しておりますとおり，この試算はあくまでも維持更新費用の不

足額を施設の面積を縮減する形で補う場合の試算でありまして，このとおりに施設の保有

量を縮減するというものではなくて，あくまでも数量の目安として試算したものでありま

す。17.1％縮減しなくとも，何らかの更新の財源を生み出すことによりまして，面積をこ

こまで落とさなくても施設を更新することができるというふうな考えに基づきまして，例

えば未利用資産の売却ですとか有償貸し付け，それから受益者負担の適正化など財源の確

保に努めながら，早急にこの不足額の解消を図っていく必要があるものと認識しておると

ころでございます。 

   13ページをお開き願いたいと存じます。それでは，この大きな財政課題にどのように取

り組んでいくかというものをまとめております。（４）の維持更新費用の不足額解消の取り

組みといたしまして，検証結果を踏まえまして，アからカまでの６つの取り組みをまとめ

ております。アの公共施設保有の総量縮減では，来年度に策定予定の個別計画であります

中期計画におきまして，個々の施設の評価に基づいて施設の保有を見直して，施設保有量

の適正化と維持更新費用の縮減を図ること，それからイの施設の長寿命化では，長寿命化

によりまして維持更新費用の縮減を図るとともに，既に築後40年以上経過し，大規模改修

が行われていない施設については，優先的に向こう10年間をめどに大規模改修を行いまし

て，維持更新費用の平準化を図ることを掲げております。その他，財源確保の取り組みと

いたしまして受益者負担の適正化，未利用資産の活用，それから民間活力の導入，地方債

の活用等を掲げております。 

   14ページをごらん願います。ここからが施設保有の 適化に向けた取り組みの具体的な
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方向性を，共通項目と，それから施設の用途別にまとめました，今計画の中心部分となる

ものでございます。 

   方向性の主な内容をご説明したいと存じます。まず，共通する現状と課題及び方向性に

つきましては，アの公共施設の老朽化問題と人口減少社会への対応では，施設の老朽化問

題を解消するため新規整備の抑制をいたすとともに，既存施設の見直しを行いまして，人

口減少社会にあわせて施設保有量を減少していく方向性を掲げております。 

   下のイの少子高齢化への対応につきましては，これまでの施設用途以外にも施設を有効

活用する，転用化を図るということで，今後増加が予想される施設需要に対応していくこ

とを掲げております。 

   おめくりいただきまして，15ページのウの市民協働の推進では，新たな課題に対応する

ため地域のコミュニティー活動の施設を地区ごとに集約，拠点化いたしまして，サービス

の充実を図っていくこと。 

    それから，エの都市の魅力の向上や産業・経済面での発展では，既存施設を集約して

施設の拠点性を高めますとともに，広報媒体を効果的に活用して情報発信を行い，施設の

魅力，サービスの充実を図ること。 

   16ページに参りまして，オの民間活力の導入では，民営化や指定管理者制度，ＰＦＩな

ど，いわゆるＰＰＰと呼ばれております公民連携，これを活用することによりまして，質

の高いサービス提供と増加するサービス需要に対応していくこと。 

   それから，下段のカの県や周辺自治体とのサービス連携，こちら特には有識者会議でも

多く意見をいただいたところですが，県庁所在都市であるがゆえ県有施設が多く存在し，

この県有施設とか周辺自治体との施設と連携をいたしまして，相互利用によります効果的

かつ効率的なサービスの提供をしていくこと。 

   次のページに参りまして，キの財源確保の取り組みといたしましては，（ア）の受益者負

担の適正化では，受益と負担の公平性の確保の観点から使用料の設定，それから減免基準

の統一化を図ること，（イ）の未利用資産の売却・貸し付けでは，公共施設マネジメントに

よりまして生じました未利用資産を売却，有償貸し付けを行いまして，施設の維持更新費

用の財源として基金に繰り入れて活用すること，これらを共有の項目として掲げたところ

であります。 

   次の18ページからが施設ごとの，施設を18の用途に分類いたしまして，その現状と課題

及び方向性を取りまとめたものでございます。主な取り組みの方向性でご説明したいと思

いますが，まずアの庁舎では，市庁舎の建てかえのタイミングに合わせまして段階的に集

約化を図ってまいります。 

   20ページをお開きいただきたいと思います。こちらではイの支所・出張所になりますが，

地域住民のニーズに対応する組織体制も含めながら検討を加えて，支所・出張所と公共施

設等の再編，それから民間施設の活用も視野に入れながらあり方を検討してまいります。 

   22ページをお開き願います。ウのホールにつきましては，各ホールの特色を生かしなが

ら市民ニーズに対応したサービスの提供，そして広域連携などによる利用増進を図ってま

いります。 

   23ページをお開きいただきますと，エの公民館・集会施設等につきましては，まず市民

協働の拠点構築を図ります。それから，各コミュニティー地区内で集会機能と健康増進等
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の機能の集約化を図っていくこととしております。また，現在策定中であります町内会・

自治会協働推進計画の議論を踏まえまして，あり方の検討をしていくこととしております。 

   飛びまして，30ページをごらんいただきたいと存じます。30ページにはケの体育施設と

なりますが，県や民間，そして地域団体との役割分担によりまして民営化や統合を進める

とともに，特定団体等が使用している施設につきましては団体等への譲渡，または廃止を

検討してまいります。 

   次に，34ページをお開き願います。スの記念館・博物館になりますけれども，市におき

まして保有数が多い施設となりまして，重複した機能も有しておりますことから集約化を

図ってまいります。 

   次の35ページにつきましては，セの図書館となります。こちらも県や周辺自治体と連携

した適切な配置を検討してまいります。 

   36ページをごらん願います。ソの児童福祉施設につきましては，全国では学校の余剰施

設を活用しながら，学校施設との整備をあわせながら小学校等に機能を移転するなどの例

もありますことから，こういう手法も入れながら児童の活動の場の整備充実を図ってまい

ります。 

   次に，40ページをごらん願いたいと存じます。チの市営住宅では，現在改定を予定して

おります住宅マスタープランを踏まえながら，市営住宅の保有量の 適化を図ってまいり

ます。 

   次に，42ページになります。ツの学校についてですが，こちらは次の43ページに方向性

を記載しております。小中学校の方向性では，少子化の進展に伴いまして今後ますます施

設余剰の発生が予想されますことから，余裕教室や敷地の活用を進めまして，小学校にお

きましては学童クラブの利用や児童センター機能との複合化を，中学校におきましては地

域コミュニティーなどの施設や小学校との複合化，多目的化を，そしてまた複式学級や適

正学級規模未満である学校におきましては適正配置を検討していくことなどを取り組みの

方向性として掲げております。 

   以上が施設の用途別の取り組みの方向性であります。 

   次に，45ページをお開き願います。ここからはもう一つの主題であります長寿命化に向

けた取り組みを取りまとめております。今までご説明申し上げました保有の 適化を図っ

た後に，今後も継続して保有していくとされる施設につきましては，従来の壊れてから直

すという事後保全の考え方から，計画的に直すという予防保全の考え方を取り入れまして，

修繕，大規模改修，建てかえを実施していく取り組みをまとめております。 

   （１）の長寿命化工事の周期をごらんいただきますと，まず施設の80年の長寿命化を図

りまして，その中間年の築後40年で部材交換ですとか設備の更新などの大規模な改修を行

います。その前後の築後20年と60年で，部分的な補修工事であります修繕を加えまして，

20年ごとに長寿命化工事を加えて，80年の延命を図っていくという計画となります。46ペ

ージではその標準的な工事仕様をイメージ化しておりますし，次の47ページでは長寿命化

の工事の効果を掲げております。後ほどごらんいただければと存じます。 

   （４）の長寿命化工事の実施時期ですが，原則として建築年次をもとに，10年単位のグ

ループに分けて実施していきます。下のイメージ図をごらんいただきたいと存じますけれ

ども，イメージ図の一番上のＡグループの施設では，計画初年度の平成28年度に既に大規
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模改修を入れる40年を経過しているグループを示しておりますが，これらのグループにつ

きましては優先的に計画の 初の10年程度で大規模改修を実施していくと，この黒矢印で

示しておりますけれども，こういう考え方を持っております。 

   そして，Ｂグループ以降につきましては，標準的な長寿命化工事の周期に従って，平準

化を踏まえながら計画的に実施していくということになりますが，このＡグループとＢグ

ループの大規模改修が重なります計画の 初の10年程度が非常に財政的にも負担が大きく

なるものと認識しておるところでございます。 

   このために，実効性のある計画とするための進め方が次のページ，49ページの５の計画

の進め方となります。（１）の中期及び実施計画の策定につきましては，地域での意見交換

を踏まえながら，市民の皆様とともに来年度中に策定する予定となっておりますが，アの

中期計画につきましては，施設の建物性能ですとか利用運営状況などの数値に基づきます

１次評価に加えまして，中山間地域等の地理的特性でありますとか利用の実態，そこで提

供されているサービスの重要性，施設にかわる代替手法の有無など，いわゆる数字にあら

われにくい施設の特性ですとか価値を確認しながら方向性を定めてまいります２次評価，

これらの２つの評価に基づきまして個々の施設の保有を見直して，長寿命化工事を実施す

る計画を定める10年計画となるものでございます。 

   イの実施計画につきましては，中期計画に基づき策定いたします総合計画の実施計画と

連動した向こう３カ年の詳細な実施の計画となります。 

   （２）の計画の進行管理につきましては，実施計画によりますローリングと随時見直し

を行いますとともに，定期的に計画の実績を評価いたしまして，市民の皆様方に公表して

まいります。 

   （３）の計画の推進につきましては，全庁横断組織であります施設保有等検討会議を中

心といたしまして進捗管理を行いまして，総合計画に位置づけながら進めてまいります。

また，安定的な財源確保を図りまして，計画の実効性を担保するために，公共施設等整備

基金を活用いたしまして計画を推進してまいりたいと存じます。 

   51ページからは今後10年間の財政の見通しを掲載しておりますし，53ページからはこの

長期計画の用語解説を掲載しておりますので，後ほどお目通し願いたいと存じます。 

   それから，もう一つの別冊の資料編の案につきましては，本計画の附属資料といたしま

して，昨年策定いたしました基本方針の抜粋，それから昨年実施いたしました無作為抽出

による選出された市民によります討議会の提言，それから人口推計の詳細なデータ，そし

て本計画の対象であります366施設の一覧，それから平成21年度から市の取り組みでありま

す公共施設マネジメントの経緯について掲載しておりますので，こちらも後ほどご参照い

ただければと存じます。 

   市といたしましては，この公共施設の老朽化問題は市民の皆様とともに早急に取り組ん

でいかなければならない財政運営上の大きな課題と認識しておりますことから，本日諮問

いたします本計画案につきまして，よろしくご審議の上，ご賛同賜りますようお願い申し

上げまして説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

（竹田会長）ご苦労さまでございます。それでは，これからただいま説明いただいた案件につ

きまして質問あるいは意見がございますれば承りたいと思います。ございませんか。 
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   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）どうもご苦労さまでございます。説明をお聞きするとそのとおりなわけです。

景気のいいときは１億円のばらまきから始まって，これは国なり県なりの施策の中で，縦

割り的にぼんぼんふやした施設でした。そういったようなものが今後大変になりますよと，

したがって今のような計画できちっと長もちをさせていきたいということについては，ま

さにそのとおりでありますので，こういった計画，大変だったと思いますが，つくってい

ただいてご苦労さまでしたと申し上げたいと思います。 

   終的には小中学校あるいはコミュニティー施設等々の利用率が云々かんぬんという世

界になってくるような気もいたします。そうなると，中心市街地の人口密度の高いところ

の公共施設と我々のような過疎地的なところの公共施設の中身がかなり違うのですよと，

これはおわかりの職員の皆様方だと思いますけれども，改めて玉山区とすれば一回り10キ

ロ以上もある集落もあります。そこにあるコミュニティー施設あるいは学校，小中学校も

そうであります。200人ぐらい集まるマンションのコミュニティー施設もあるわけでありま

すけれども，その辺の耐用年数等については変わりないと思うのですが， 終的には利用

率のところで格差をつけていかないと，要するに有効利用の話になってくるような気もい

たします。その辺については，これには書きにくいとは思いますが，十分地域事情に合っ

た公共施設というもの，これは忘れずに実施計画その他には生かしていただきたいと。 

   あるいはホールだとか図書館がありますよね，広く使う部分で。今ほとんどが中心市街

地に集中してあります。これは利用者からいえば非常に地価の高いところに建って，修理

も改造も大変なわけでありますが，これできれば新設は無理としても，駐車場のたくさん

ある姫神ホールに会議を持ってくるとか，そういうような利用率の部分についてもぜひ考

慮していただいてはいかがかなと。要らないもの，利用率の低いところはなくしていきた

いというような話ではなくて，小学校，中学校の場合は先ほど言ったように数が少ないと

ころはバスで送り迎えをして，統合していくという話はやむを得ないとしても，そのほか

の施設についてはみんなそういう格好ではなくて，生かせるところは地域の状況によって

は生かしていかないと，活性化に結びつかなくなりますので，十分ご配慮いただければと。

どこか読めばその辺が書いてあるかもしれませんが，ちょっと見た感じではその辺が書い

ていなくて，平均的な格好で出ておりましたので，ご提言を申し上げておきます。 

   以上です。 

 

（竹田会長）何かありましたらどうぞ，コメントが。 

 

（志賀資産管理監兼資産活用事務局長）ありがとうございます。佐々木委員さんのお話のとお

りだと思います。盛岡市も近年，玉山区もそうですけれども，都南地区との合併等も経ま

して，それぞれの施設配置とか，それも違っております。利用状況もそれぞれでございま

すけれども，地域の施設が設置された歴史的な経緯というものもあると思います。そこは

大切にしていくということで，先ほど計画の進め方，今後つくっていきます中期計画のと

ころでも地理的特性，ここを十分評価，確認しながら次の計画に進めていくとしておりま

すので，次の計画策定の際には盛岡全体ですと30のコミュニティー地区がございますけれ
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ども，こちらのほうにお伺いいたしまして，意見交換しながら，市民の皆様とともにその

地域ごとに意見交換をして次の計画を組み立てていきたいと，こういうふうに考えており

ますので，その中でも十分配慮してまいりたいと存じますので，今後ともご協力方よろし

くお願いしたいと存じます。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   廣内委員。 

 

（廣内委員）財源不足という話で，何もしゃべれないような状態なのですけれども，去年のま

ちづくり懇談会でお話ししたのですが，未利用施設といいますか，放っておいている施設

が壊れてきてどうもならないというのがあるわけです。景観上も問題になりますし，それ

から青少年の健全育成とかそういった問題にも及んでくるかもしれません。ですから，そ

の辺についても解体して更地にするなりということを検討していただければと。財源ない

折，大変だと思いますけれども，ご配慮いただきたいと思います。 

   以上です。 

 

（竹田会長）岩崎委員。 

 

（岩崎委員）ちょっと細かいお願いなのですけれども，計画の進め方のところで，特に野外施

設等で，建物だけではなく付随する設備等で老朽化とか，もう使えなくなったりするもの

があったりすることによって，その利用が下がっているところもあるように見受けられる

ので，一概に利用率，利用状況だけで判断するのではなくて，その運営団体等からも下が

った理由等ヒアリングするとか，何で下がったかというところまで見ていただいた上で計

画を進めていただきたいなというお願いです。よろしくお願いいたします。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，本案件についての取り扱いをお諮りしたいと思います。 

   この審議第２号 「盛岡市公共施設保有 適化・長寿命化長期計画（案）」の策定につい

ては，原案のとおり可とする答申でよろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）ありがとうございました。では，そのようにさせていただきます。 

   以上で審議案件の第２号につきましては終わります。ご苦労さまでございました。 

   説明者の交代のため，暫時お待ちください。 

   お待たせしました。それでは，審議第３号 盛岡市避難行動要支援者避難支援計画（案）

について を議題といたします。 
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   提出者の説明を求めます。着席して説明しても結構です。 

 

（菊池地域福祉課長）地域福祉課の菊池でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そ

れでは，お時間をいただきまして，盛岡市避難行動要支援者避難支援計画についてご説明

をいたします。 

   避難行動要支援者，いわゆる災害時に配慮が必要な方々の避難行動の支援につきまして

は，現在は要援護者避難支援ガイドラインというものを設けまして運用しているところで

ございます。平成25年，災害対策基本法が改正されまして，この中では避難支援計画を策

定するようにという指示がなされているものでございます。これを受けまして，従前のガ

イドラインを廃止いたしまして，今回のこの支援計画を作成したものでございます。実際

この支援計画の中身につきましては，計画という名称をとっておりますが，中身はいわゆ

る指針，ガイドラインというものになっております。 

   それでは，中身について説明をさせていただきますが，時間も余りございませんので，

主な点につきまして説明をさせていただきます。７ページをごらんいただきたいと思いま

す。こちらに図がございますが，要配慮者，避難行動要支援者のイメージ図ということで

記載させていただいておりますが，この法律の中では避難行動要支援者について，市は責

任を持って名簿を作成するという義務が課せられております。災害時に配慮が必要な方の

名簿をそろえておきなさいということでございます。 

   順に説明いたしますが，高齢者，障がい者，難病患者，妊産婦，乳幼児，外国人等，災

害時に配慮が必要な方につきましては，市役所の中で情報としてデータを保有して，庁内

で共有するようにというふうにされております。この中から特に避難時に支援が必要な方

についての名簿を作成するとされておりまして，75歳以上の方のみで構成される世帯，身

体障がいのある方，知的障がいのある方，その他援助を必要とする方，この中には難病患

者さんなども入りますが，こういった方を抽出してくださいということになります。大ま

かな数でございますが，要配慮者につきましては市内で６万5,000人ぐらいいらっしゃると

思われます。それから，避難行動要支援者につきましては２万5,000人から２万6,000人ぐ

らいいらっしゃると思われます。 

   それから，その中で事前に，いわゆる支援者といいまして，消防とか町内会，自主防災

組織等，玉山であれば自治会さん等も含みますが，こういった方々に避難を支援していた

だくためにあらかじめ名簿の登録をしてもいいという同意をとって，その名簿を提供する

ということになりますが，この同意者につきましては約１万3,000人と見ております。現在

もガイドラインの中では同様の制度を運用しておりまして，現在つかんでいる数は１万

3,000人を名簿登録して，自主防災組織，消防，町内会，自治会，民生委員さん等に提供を

しているところでございます。 

   現在もそういった名簿は作成しておるわけですが，基本的に個人情報の関係がございま

して，そういった支援してくださる方々に提供しております名簿は災害時でなければ使え

ないという縛りがございました。今回この法律の改正によりまして，同意を得た方々の名

簿については避難訓練等の場合にも活用できるというふうに変更になっております。 

   それから，２万6,000人抽出しました避難行動要支援者名簿につきましては，半数の方は

名簿の提供の同意をなさっていないわけですが，災害時にはこれらの同意をしていない方
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につきましても，そういった支援者の方々，消防関係の方々には名簿提供ができるという

ふうになっているものでございます。 

   この事務につきましては私どもの地域福祉課で担当しておりまして，民生委員さんに協

力をお願いしまして，高齢者名簿調査のときに一緒に要援護者，災害時要支援者の登録を

していただくようにお願いをしているところでございます。本計画におきましても民生委

員さんの協力を得て，この事務を進めてまいりたいというふうに考えてございますが，現

在のご負担より重くなるということは基本的にはございません。ただ，名簿登録をしない

方について市のほうでは名簿登録を進める，あるいは本来は名簿登録が必要な方かもしれ

ませんので，そういった方々の情報を市が責任を持って把握をするということが求められ

ております。これは７ページの（６）でお示ししておるところでございます。 

   それから，もう一点，現行の制度と変わりはございませんが，名簿登録をした方々につ

きましては，その方々のお住まいになっている地域の避難所とか，町内会組織の方，自主

防災組織の代表者の方，民生委員さんのお名前等の情報が入りました，個別計画というふ

うにこの計画の中では記載されているわけですが，基本的な避難行動の個別計画に当たる

ものを，こういったあんしん連絡パックというものに入れましてお配りをすることになり

ます。配られた方はこれにおくすり手帳だとか保険証の写しだとか，自分の緊急連絡先と

かを書いて，こういったカードがございますが，こういったものを入れて冷蔵庫に張って

おいていただきます。万が一災害時あるいは病気になって救急車を呼んだときとか，これ

が冷蔵庫にありますよということで，このシールを玄関の内側に張っておいてもらってお

ります。これで，個別計画の書類，緊急時に必要な情報があるということを確認して，対

応していただくようになっておりますので，市としましては避難行動の支援の必要な方に

つきましてはこういった登録を進めて，この配置を進めていきたいと考えてございます。 

   それで，26ページをごらんください。大分はしょって申しわけございませんが，避難の

必要な方につきましてはそれぞれの避難行動の対応，それから避難所の対応等につきまし

ては現行のガイドラインを踏まえまして，さらに充実強化するように今回の計画では策定

をしております。26ページでございますが，この計画は，市役所全体で定めております地

域防災計画のいわゆる下位計画に当たるものございます。その中で特出しして，避難行動

要支援者の避難の支援を主に計画をしたというものになりますし，この後説明いたします

地域福祉計画の中身で防災に関することも計画の中に盛り込むようにというふうにござい

ますので，これらはどちらとも関連がある中身となっております。 

   それで， 後にもう一度お話ししたいと思いますが，この名簿につきましては従前は緊

急時以外に使われませんでしたが，同意を得て登録した方につきましては日常的な防災訓

練等の，いわゆる地域での防災体制の強化に使うことができるということで，少しずつ進

歩してきているものでございます。なお，従前どおり市ではこういった方々の支援につき

ましては地域の皆様の協力を得ながら一緒に進めていきたいと考えておりますので，どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

   以上，簡単でございますが，支援計画の説明をさせていただきました。 

 

（竹田会長）ありがとうございました。それでは，次の案件も関係あるようなお話でございま

したけれども，一応ただいま説明いただいた３号の案件についての質問，あるいは意見が
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ございましたらばご発言願います。 

   齋藤委員。 

 

（齋藤委員）私は民生委員をやっている関係で，ちょっとお聞きします。今課長さんがおっし

ゃったようなあんしんパック，これは非常にいいことだと思うのですが，例えば冷蔵庫と

か，すぐわかるところに保険証とか，行きつけの病院とか，家族，親族，どこに連絡すれ

ばいいかというのを入れていただいておりますので，何かのときに，例えば救急車が行け

ば，どこに連絡をすればいいとか，病院はどこだとかすぐわかるようになっています。非

常にいいことだと思いますが，民生委員が個別に訪問して登録をお願いしていますが，な

かなか同意を得られません。今おっしゃったように半数以下ですか，これは多分該当者に

かなりの遠慮があると思うのです。私はまだ元気だとか迷惑かけるとかと，なかなか面倒

です。それで，ふやす方法，何かやっぱり考えていただければいいのかなと思います。私

は福祉推進会もやっていますが，これとは別に名簿を独自に作っています。そして，みん

なで見守りなどをやっていますが，その人たちにはあんしんパックはないのです。それで

は問題だと思いますので，市でも何かいい方法を考えていただければいいかなと思います

し，民生委員の協議会も何かいい方法をみんなで考えていきたいと思います。これは要望

です。 

   以上です。 

 

（菊池地域福祉課長）ありがとうございます。 

   もう一つ追加させてお話をさせていただきたいのですが，こういった登録を民生委員さ

んを中心に進めていただくわけですが，例えば高齢の方について避難が必要なときに，お

世話をする方，地域支援者という名称をつけておりますが，こういった方を２人まで登録

をしていただくようにということで民生委員さんにお願いしているわけですが，この地域

支援者をお願いするのが大変だからということで，こういった登録をしない方もいらっし

ゃいますので，そういった地域支援者の確保という部分については齋藤委員さんおっしゃ

られるように今後検討していかなければならない課題と捉えておりまして，私どものほう

でも何かいい方法がないか現在考えているところでございますが，基本的にはこういった

登録を進めていくと，これは市でも進めていきますし，地域の方の協力もぜひお願いした

いというところでございます。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   湊委員。 

 

（湊委員）前に個人情報保護審査会のほうに所属していたことがあるのですが，そのときに要

支援者名簿を各自治会につき，一部だけしか出せないという話をされていて，やはり一部

だけでは実際に救護するときに大変なので，班長さんまでは出してほしいという要望があ

って，審議会に出されたことがあって，玉山であれば隣近所どういう人が住んでいるから，

名簿がなくてもすぐ助けられるなという話をしたことがあるのですが，そういった名簿の

取り扱い，通常の訓練にも使用できるというのは進歩したことかなと思うのですが，まだ
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部数とかそういったところにもこだわっているのでしょうか。何かコピーとってもだめだ

とかという規定があると話しされておりましたけれども。 

 

（菊池地域福祉課長）基本的には個人情報の審議をしていただく機関のほうで，なかなか拡大

については条件が厳しく設定されておるところですが，提供の拡大につきましては私ども

も随時進めておりまして，現在は町内会，自治会の代表者，その方を補佐する人というこ

とですので，会長，副会長，自主防災組織の代表者，いわゆる会長さん，副会長さん，そ

れから消防団の分団長さん，それから部がある場合には代表者，該当地区の民生委員さん，

消防本部，通信司令室になりますが，そういったところには今配付をしております。従前

は会長さんだけという提供の仕方でございましたが，会長さんがいらっしゃらない場合も

ありますので，副会長さんまでというふうに拡大をしてきたところでございます。先ほど

も言いましたように，防災訓練や避難訓練のときには活用できるということでございます

ので，そういったときの取り組みの中からそういった方々を地域で把握していただければ

よろしいのかなと思っております。リストそのものをコピーして保管するということは，

役所の審議会のほうでそこまではまだオーケーと言われておりませんので，そういった対

応でお願いしたいと思います。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，この案件につきまして原案どおり可とすることでよろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）ありがとうございました。そのようにさせていただきます。 

   説明の方はそのままでいいです。 

   それでは，審議第４号 第２期盛岡市地域福祉計画（案）について を議題といたしま

す。 

   提案者の説明を求めます。 

 

（菊池地域福祉課長）引き続きまして，地域福祉課の菊池でございます。説明をさせていただ

きます。 

   現在地域福祉課では，第２期の盛岡市地域福祉計画を策定中でございます。現行の地域

福祉計画につきましては，平成17年度から平成26年度の10年間を計画期間といたしまして，

実施しているところでございます。 

   策定の目的でございますが，２ページごらんいただきたいと思いますが，地域福祉関連

施策の推進と仕組みづくりを通して，幅広い市民の主体的な参加と協働のもとに，自助・

共助・公助が相まって，誰もが心身ともに健やかで，自分らしさを発揮しながら人がつな

がり，ともに支え合い，生き生きとして安心して暮らすことができる地域社会の実現を目
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的として策定するものと，こうした目的を持ちまして策定を進めているところでございま

す。 

   地域福祉計画は，社会福祉法第107条に規定する市町村の地域福祉計画となります。盛岡

市の総合計画を上位計画といたしまして，保健福祉分野の推進をするための総括的な計画

ということになります。いわば福祉分野の総合計画といった性質のものでございます。こ

の計画では，福祉分野の共通の理念を示す目的がございます。個別の障害者施策，高齢者

施策，子供，それから子供に限らず児童家庭といったことがございますので，親子を含め

まして，そういった福祉分野の個別の計画はそれぞれの計画に委ねるところでございます。 

   第２期の計画につきましては，27年度から36年度までの10カ年計画ということで考えて

ございます。なお，31年度，５年経過後につきましては計画の見直しを行うということで

予定をしているところでございます。 

   ４ページから７ページまで図表を示させていただいておりますが，これらは現在の盛岡

の状況をお示しするために作成をいたしました資料でございます。少子高齢化が進んで，

盛岡もその例外ではないということで，危機感を持って計画を進めなければならないとい

う資料として提示しているものでございます。現計画につきましては，皆様のご協力を得

まして地域での支え合い，見守り等の活動が進んでおりますし，東日本大震災，それから

昨年の災害等を踏まえまして，災害時の対策につきましても非常に進んだものというふう

に思っております。いわゆる皆様との協働の成果ということが確認されておるところでご

ざいます。 

   資料では，前計画の振り返り，それから地域福祉を取り巻く環境の変化等について述べ

させていただいておりますが，現在いろいろな法律が改正されております。これは，社会

情勢がどんどん変化してきて，現行の制度ではなかなか対応できないということで，法整

備もそれに合わせて進んでいるものとご理解いただきたいと思います。特に地域福祉は地

域の皆様と協働して進める計画でございますが，地域の活動の担い手，支え手が高齢化の

影響を受けまして，やはり減ってきていると，それから世代交代もうまく進んでいないと

いう現状が指摘されているところでございます。それから，皆様もお気づきになっている

と思いますが，高齢者の孤立，あるいは低所得の方の状況，いわゆる社会的な孤立，ある

いは生活困窮とか，そういった課題が表面化してきております。 

   こういった状況を踏まえまして，第２期の計画では，26ページをごらんいただきたいの

ですが，新たな基本理念，基本方針，基本目標を掲げさせていただいております。現在の

そういった社会状況をどのように克服していくかといったところで，ソーシャル・インク

ルージョンといいまして，誰も排除をしないで，ともに支え合いながら生活していくとい

った考え，それから公的なサービス，それから地域で行われております公的ではない，反

対の言葉としましてインフォーマルサービスという言葉を使いますが，そういったものを

うまく組み合わせながら福祉を推進していくという考え方がございます。コミュニティー

ソーシャルワークという考え方でございますが，そういった視点を持ちながら次の10年の

計画につきましては考えておるところでございます。 

   基本理念といたしましては，こうあってほしいという将来像といたしまして「共に支え

合い，誰もが安心して暮らせる地域社会の実現」ということで，ソーシャル・インクルー

ジョン，共生社会といったことを目標に掲げておるところでございます。 
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   それから，26ページの２番の基本方針でございますが，こちらにつきましては，あくま

でも市は行政として提供しなければならない福祉サービスについては提供しなければなり

ませんし，行政が果たすべき役割は果たしつつ，市民，行政，関係機関，事業者，自治会，

町内会，ボランティア団体，ＮＰＯ等の多様な主体の方々と連携して進めていかなければ

ならないと考えてございます。 

   ３番の基本目標といたしまして，３点挙げさせていただいております。支援を必要とす

る人が確実に福祉サービスを受けられる仕組みづくり，２番としましてともに支え合うこ

とができる地域環境づくり，３番としまして地域福祉を担う人づくりといったところを主

な取り組みの目標として掲げてございます。 

   その中で特にも重点的に取り組む事項でございますが，１つは地域トータルケアシステ

ムの構築ということで示させていただいておりますが，これはいろいろなサービスが有機

的に地域を中心としまして実現されるということで，皆様ご承知だと思いますが，地域包

括ケアシステムというのが介護の関係ではございますが，それを高齢者だけに限定するの

ではなく，広く支援の必要な方についてはそういった考えを持ちながら，地域でトータル

でケアをしていくという体制の整備を進めるということになります。 

   それから，２点目としまして協働による生活支援の体制の整備ということで，地域福祉

推進会等を中心に，地域住民との協働によりまして日常的な見守り支援，見守り活動や災

害時の連携など，地域での支え合い体制の整備を進め，地域福祉の増進を図ってまいりた

いというものでございます。この中では，日常生活の支援を捉えたインフォーマルな福祉

サービスやコミュニティービジネスなど，新たな社会資源の開発も支援していきたいとい

うふうに思っております。 

   それから，重点的な取り組み事項のもう一つ，人材の育成という観点でございますが，

適切なサービスが有機的につながるように，地域福祉コーディネーター，一般的にはコミ

ュニティーソーシャルワーカー等の名称で呼ばれている方々でございますが，こういった

専門職，あるいはこういった考えを持ちながら進めていかなければなりませんので，こう

いった方の配置や養成を進めながら，地域福祉推進会や，民生児童委員さんのような地域

福祉の推進役の方だけではなく，広く市民の方に福祉に関する意識を高め，地域福祉を担

っていただくように進めてまいりたいと思います。 

   28ページ，こちらで体系図を示しておりますが，総合計画を受けて地域福祉計画があり，

さらに個別の施策につきましてはそれぞれの計画が策定されていくということになります。

現在27年度スタートの計画でございますが，総合計画を初めとしまして地域福祉計画，そ

れから，障がい者，高齢者，子ども・子育て，健康21プラン，これら27年度スタートとい

うことで，今回横並び，一線でスタートするという年になっております。 

   それから，地域福祉計画は理念計画という側面を持つということでお話をいたしました

が，実際の地域福祉に係る施策の展開はどうするのかということがございます。地域福祉

に関する具体的な施策ということで，当課を中心に担当する事業を展開しますが，一番右

側の部分ですが，社会福祉協議会の地域福祉活動計画と連携しながら進めていくというこ

とでございます。具体的な施策の部分には，社協さんの地域福祉活動計画に委ねられると

ころもございますが，いずれ関係機関，それから地域の皆様，一丸となりまして地域福祉

の向上を目指していきたいというところでございます。 
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   各論の部分ですが，各論の部分も結構いっぱいございますが，３つに集約されました施

策の体系に基づきまして，それぞれの重点的な取り組みを進めてまいりたいと思っており

ます。 

   体系図をごらんいただきたいので，29ページごらんいただけますでしょうか。ここは３

つに大きく分けておりますが，支援を必要とする人が福祉サービスを受けられる仕組みづ

くりということで，これは福祉サービスの仕組みというところでございます。この中の主

立ったものは，一番上の部分になりますが，二重線の箱で囲っている部分が今回重点的に

取り組むものでございます。代表的なものとしましては，地域福祉コーディネーターの養

成等について努めてまいりたいと思いますし，社会的孤立の防止のために見守り協定の活

動と地域での協力を進めるような体制を図っていきたいと思います。皆様参加したことが

あると思いますが，認知症サポーター講座なども研修会として予定をしているところでご

ざいます。 

   それから，生活困窮者支援の推進ということで，こちらは新たな法律が成立いたしまし

て，生活困窮者自立支援法という法律がございます。これは，生活保護に至る前の方の支

援を行うという目的の法律でございますが，こちらと連動しまして，困窮対策については

重点的に取り組んでまいりたいと思っております。 

   それから，真ん中の段でございますが，ともに支え合うことができる地域環境づくりと

いうことで，これは地域での支え合いの体制づくり等を進めていくということになります

が，イメージしていただきやすいのは，日常生活での支え合い体制の整備ということで，

見守り活動であったり，除雪であったり，買い物支援だったり，日常生活支援の部分につ

いて継続的に取り組みができるように調査研究等をしながら進めてまいりたいと思います。

また，先ほどお話しいたしましたが，災害時の支え合い体制についてもここの部分で取り

組んでまいりたいと思っております。 

   それから，地域福祉を担う人づくりということで，人材の育成の部分でございますが，

こちらも先ほど申しましたが，地域福祉の活動を担っていただける方々の人材の育成に努

めてまいりたいと思います。ボランティア活動，ＮＰＯ活動に関する人材の育成等に努め

てまいりますが，特にも今後地域の中で増えていくと思われる団塊の世代の方々の参加を

促していきたいと考えております。 

   それから，社会福祉事業に関する人材の育成といったところでは，先ほど申しましたよ

うに地域福祉コーディネーター，いわゆるコミュニティーソーシャルワーカーと言われる

ような方々の配置，あるいは現在地域包括センター等にいらっしゃる社会福祉士の方等の

ご協力をいただきながら，そういったネットワークの形成を図っていきたいと考えておる

ものでございます。 

   以上，非常にボリュームある内容のところをかいつまんでご説明申し上げましたが，い

ずれこの計画につきましては市民，行政，関係機関，事業者，町内会，自治会等の組織，

そしてボランティア団体，ＮＰＯ等のそういった方々と協働しながら進めていくものとい

うことでございますので，ぜひよろしくお願いをいたしたいと思います。 

   以上でございます。 

 

（竹田会長）ご苦労さまでございます。それでは，ただいまご説明いただいたこの内容につき
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まして，皆様方から質問あるいはご意見がございましたらばお願いします。 

   湊委員。 

 

（湊委員）地域福祉を担う人づくりのところなのですが，人材の育成というところで，よく笑

い話にもなっているのが人はやっぱり支え合うと，ところがその人の左側は男で，右側が

女であると，女の人は男の人をいつも支えている，男の人がいなくなれば女の人は身軽に

なって何でもできるというような，講演などでもそういった話がされております。今男女

協働参画社会と言われていることですので，男の人のボランティアの参加，特にも福祉と

いうのは結構力の要るときもありますので，何とか男の人の参加を高めるようなものがな

いのかなといつも思っております。よく奥さんが入院したら旦那さんは物がどこにあるか

もわからなかったとか，そういうのは地域でもよく聞く話ですので，男の人のボランティ

ア参加をもっと高めることを入れていただければなと思います。 

 

（菊池地域福祉課長）ありがとうございます。全くそのとおりだというふうに存じます。 

   例えばここの本編の中では，サロン活動等の実績が地域での支え合い体制の向上に非常

に寄与しているということを書かせていただいておりますが，やはりサロン活動の参加者

も実は女性の方が多かったりするものでございます。男性の参加者というのは比較的少な

いところがございますが，テーマを絞れば男性の方も参加していただけるというふうに思

われますので，そういったテーマの絞り方，それから団塊の世代の方は元気な方が多くい

らっしゃいますし，いろいろな職業で活躍されてきた方が多いので，そういった技能を生

かせるような活動というものの支援が必要なのかなと思っております。いずれそういった

方々の今後の地域での協力が不可欠だと思いますので，ぜひそういった観点で進めていき

たいと存じます。 

 

（竹田会長）ほかにございますか。 

   齊藤委員。 

 

（齋藤委員）これ個別の問題で，ちょっと申しわけありませんが，21ページの現状と課題であ

ります通院とか買い物の件ですが，この前ＮＨＫで，かなり長時間にわたって買い物難民

の番組をやっていました。これは大都会，新宿区の話で，新宿区の中を軽四輪を使って施

設とかひとり暮らしのところを移動販売しているということなので，びっくりしました。

新宿といえど，奥に入るとすごく起伏があるまちだそうです。老人とかひとり暮らし，あ

るいは施設に入っている人は行けないみたいな，100メートル，200メートルも歩けないと，

そこで移動販売をやると。これは徳島の事業者と言っていましたね。今関西あるいは関東

まで事業をやっていて，いずれは全国展開するとかって言っていましたから，期待したい

と思うのですが，それを考えますとうちの地区は移動手段がない，行けない，交通の便が

ないとか，もっと困っていると思うのです。何かいい方法を考えていただければいいと思

います。ただ，新宿区の場合は利用者が桁違いだと思うのですね。こっちはやろうといっ

たってなかなか利用者が少ないし，多分やるといったって採算が合わないとか，いろいろ

問題点があると思いますが，できれば行政で，あるいは社協さんでもいいのですが，買い
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物弱者，あるいは通院とか，もうちょっと何か考えていただければいいかなと思います。

これは要望です。 

 

（菊池地域福祉課長）ありがとうございました。移動販売の関係は，新たなコミュニティービ

ジネスにも該当してくるのではないかなと思っておりますが，市内でもちょっと形は違う

のですが，やってみたいというふうにおっしゃっているところがあります。それから，委

員さんがおっしゃった徳島の例というのは，とくし丸という会社だったと思いますが，中

小のスーパーの商品を受け取って，それを売って，余ったらまた戻すという販売をやって，

無駄を出さないというやり方で，福祉ビジネスとして何とか成り立つという形のようなも

のと伺っておりますので，そういった業者さんといいますか，法人さんが市内でも参入す

る可能性はあるのかなと思っておりますし，移動手段とか通院手段の関係は交通対策の部

分とも関連しますので，こういったところでの連携は必要というふうに感じております。 

 

（竹田会長）ほかにございますか。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）市の予算も1,000億中400億，職員の数も５割近くが福祉対策になっております。

したがって，こんどは地域で福祉をやってくださいというような計画だと思います。計画

そのものはまさにそのとおりでありますけれども，社協の話し合い，あるいは地域の話し

合い，ほとんどが65歳以上の，あるいは80歳，そういう方々の体制になってきております。

ご説明いただきましたけれども，若い人たちが地域福祉のみならず地域活動に参画ができ

ないという状況，これが も強く影響出るのが地域福祉なのです。ところが， も高齢化

が進んでいるのが地域福祉の体制なのです，現実は。この辺がちょっと読めなかったので，

そういう地域福祉をやるためには世代交代，若い人が参画できるような体制が大筋で入ら

ないと，今後盛岡市でもつらいかなというふうに感じました。その辺がこの中身見ると，

盛岡市の役割というのはあるのですけれども，書かれてこないのだよね，「市では」とかと

いうの。市の大きな仕事というのはまさに予算をつけて事業化することなのですけれども，

そういう若い人とか人づくり，福祉の人たちをつくっていくというのは，やはり行政だと

思うのです。そういう地域福祉の体制づくりは市がやるのだというようなことが見えたら，

よかったかなというふうに感じました。本当に高齢者が高齢者を見ていかなければならな

い社会，これは社会情勢ですからしようがないのですけれども，しようがないとは言って

いられない。新しい計画の中には何かしら若い方々が入るような施策みたいなものがうた

われたらよかったなと思いました。所見がありましたらお聞かせください。済みませんで

した。 

 

（菊池地域福祉課長）自発的に若い人たちが地域活動に参加するというのは，なかなか高い意

識がないと大変なのかなと思います。それを何らかの形で参加していただけるように，市

では働きかけをしなければならないと思っております。ワークショップ，アンケート等の

結果を見ますと，いわゆる世代間交流事業の効果とか，若い人たち，高校生対象のワーク

ショップをしたのですが，お手伝いできることはやりたいというふうにお答えになってお
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りますので，やはり働きかけ，あるいは「時間があれば」ということもお話しされていま

したので，そういった設定をうまくコーディネートすれば，ある程度そういった方向性に

は行くのかなと思います。 

   それから，市の姿勢ということのお話ございましたが，地域福祉の計画，地域福祉の推

進は，地域の皆さんと市が連携して，協働してやらなければならないので，今回計画をつ

くるときだけワークショップをやってというようなお話もされるところなのですが，こう

いった取り組みというのは長いスパンではなくて，例えば毎年何カ所でやるとか，そうい

ったことが必要だなと当課の中では考えておりますので，いろいろなテーマを持ちながら，

地域の皆さんとお話し合いをして，いいアイデアを出せるようなところはお金をかけなく

てもできると思いますので，これからの計画ではやっていきたいというふうに考えており

ます。 

 

（竹田会長）ほかになければ，この案件の取り扱いについてお諮りしたいと思いますが，よろ

しいでしょうか。 

   それでは，審議案件第４号 第２期盛岡市地域福祉計画（案）については，原案どおり

可とする答申といたすことでよろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）では，そのようにさせていただきます。 

   以上で諮問に係る審議案件は終わりましたが， 後に自主的審議事項として１件ござい

ますので，引き続きこれを進めてまいりたいと思います。 

   審議第５号 委員提案事項について を議題といたします。 

   提案者の説明を求めます。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）それでは，事務局の立場ではございますけれども，審議第５

号についてご説明を申し上げたいと思います。 

   お手元のほうにお配りをしました，第54回地域協議会，７月30日に開催しておりますけ

れども，その際に佐々木委員さんから新市建設計画における未着手事業の方向性について

提案書の提出がございました。提案の内容につきましては，玉山区内の12事業について未

着手になっていることから，これについて早急に方向性を示すべきであるといった内容で

ございます。 

   それで，54回地域協議会で皆様方からご意見をいただきました。 終的には，事業の進

捗状況について毎年報告があるわけでございますので，その報告を待って，取り扱いにつ

いて協議してはどうかという結論になりました。それで今回報告第５号におきまして，担

当であります市長公室から報告があったわけでございます。それを踏まえまして，この提

案書の取り扱いについて地域協議会としてご協議をいただいて，方向づけをしていただき

たいということでございますので，よろしくお願いしたいと思います。 

   説明は以上でございます。 
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（竹田会長）説明が終わりました。今の説明に対しまして，皆様方からご意見ございますれば

承りたいと思います。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）提案者とすれば，きょうのようなことがあり得ると想定してきたわけです。課

長の説明にもありましたように，報告を受ける前に提言をしたらどうでしょうかという７

月30日の提案でした。それが役所的には10月か11月ごろ，その辺の話があるはずだから，

それを見てからということで，今11月14日です。こういう提案ではなかったはずでござい

ましたけれども，委員の皆様方も市当局の状況を見ながらということなので，後追いにな

ってしまったのですけれども，きょうの市からの説明の前にこういうことでお願いしてお

けば少し変わったような気もするのです。12のうち３つぐらいは削除したい，しかし代替

の事業は出てこなかった，この中には具体的に統合するもの，組みかえをするもの，こう

いったことを示してくださいと書いておったわけでありますから，事前に言っていればき

っと市としてもお聞きをいただけたような気もします。 

   それから，啄木記念館と歴史資料館の件についても我々の意見書を踏まえていただいて，

統合，あるいは動き方として27年着工あたりまで話が出ていました。きょうの進捗状況の

話は一応概要ですと，今回は現状の説明でございますと，今後についてはさらに詰めます

ということでしたので，今からでも未着工の部分の対応については早く示していただかな

いと。玉山区とすればだんだんに12が３つ切れて，４つ切れて，残りが３つしかなかった

のでは困るわけでありますので，きょうのような示し方をする場合には，これは社会情勢

が変わったのでやめますとか，こういう問題も出てきましたので，こういう事業にかえま

せんかと。旧市の場合はそうなのですね，国体が来るからスケートリンクをつくりましょ

う，太田のテニスコートに屋根をかけましょう，これが追加事業で25億。生出のエコタウ

ン計画についても，いい湧き水があるので追加事業として４億いただいておるわけであり

ますけれども，玉山区としても残っている12事業についてはそういった方向性をお示しを

いただけたらよかったなと思っていましたので，ちょっと時間ずれたかもしれませんけれ

ども，提案者とすればきょうの説明をいただいたことに対して，未着手事業の方向性をき

ちっと示してくれという意味ではお願いをしたいと思っております。 

 

（竹田会長）事務局で特に…… 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）特にないのですけれども，議事録からいきますと，事務局で

は発言をしておりませんので，皆様方の総意としてその報告を待ってということでまとめ

ておりまして，佐々木委員さんも会長のおっしゃるとおりの取り扱いでよろしいのではな

いかということから，今回まで延ばしたということでございます。あとは，取り扱いにつ

いてはまさに地域協議会の中の判断ということになると思います。 

 

（竹田会長）では，私からも一言発言させていただきます。 

   きょうの新市建設計画に対する市の説明でもございましたように，今の状況といいます

か，実態を明らかにした上で，今後の取り扱いについては先ほど佐々木委員さんのほうか
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らも触れられておりますが，いずれ所管のところでこれらの扱いについては検討して，そ

の過程で私たちのほうにもお示しするということでございますので，時間的なことにつき

ましては27年度でこの協議会も終わることになるわけです。現在のところそういう状況に

あるわけでございますので，当然中身の話になりますと，その間に出てくることだろうと

いうふうに思うわけでございますし，またそうした形で議論してもらわないと時間切れと

いう感じにもなるわけでございますので，我々といたしましてもきょうのこの説明は単に

実態，状況の報告のみならず，やっぱり残っている部分の扱いについては27年度内に，で

きるだけそれも早い段階で決着といいますか，方向づけをするというふうな捉え方を私は

したわけでございますので，そういう意味では今後においてもお互い関心を持ちながら，

その取り扱いを注視していきたいというふうに思っております。 

   ついては，今の議題の扱いについては，状況は報告いただいたわけですので，今後につ

きましては結果は答え，答えは皆さんご案内のとおりなわけですが，引き続きこの問題に

ついては関心を払っていくということで，お互い確認し合って，この問題を終わりにした

らいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）では，そのような形で進めることにさせていただいて，本件につきましてはここ

のところで審議は終わりたいと思います。 

   一応皆様方にあらかじめお示ししておりました案件につきましては，全部審議は尽くさ

れました。 

 

    ６ その他 

 

（竹田会長）この際，その他がありますが，何か皆さんのほうからございますか。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）時間のないところ申しわけないのですけれども，とても気になっていることが

あります。 

   というのは，市議会の広報，全戸に配られました。あの中に地域協議会の役割だとか，

地域協議会が住民のためになっていないようなご質問があって，それに何か答えたという

ことでしたけれども，ああいう書き方されると皆さんはきっと，地域協議会ってそんなも

のかと思うので，どういうことで質問になって，その質問の対応，どういうお答えをして

ああなったのですか。ちょっとお知らせください。 

 

（竹田会長）お願いします。 

 

（小原事務長）事の発端は，生出に隣接する滝沢市のほうに産業廃棄物を処理する施設をつく

っているということに対して，ある団体から地域協議会会長宛てにどう考えるのかという

ような形で，ご質問のようなものが出されました。それに対して，地域協議会とはどうい
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う組織なのかということをお答えさせていただいたというものでございまして，あくまで

市の附属機関であると，市長が任命したものであるということで，第三者のそういった団

体から地域協議会の会長が質問を受けて，答える立場にはありませんということをご答弁

申し上げました。ただし，地域協議会の中にこういったことを審議してほしいとか，そう

いった声があるのであれば，それは協議をした上で市長に対して何か意見を言うと，そう

いう取り扱いはできるものですと。ですから，繰り返しになりますけれども，地域協議会

の会長としての答えを直接第三者に出すということは好ましいことではないというお話を

したということでございます。 

 

（佐々木委員）例の公開質問状が，自治会長に来たのと同じものが来たと。 

 

（小原事務長）そうでございます。 

 

（佐々木委員）それに対して，地域協議会の場合には質問状に文書で答えないで，口頭で答え

たわけだ。 

 

（小原事務長）口頭でお答えを差し上げました。それを市議会の場でもご質問があったので，

重ねてそういう答えをさせていただいたと。 

 

（佐々木委員）自治会に届いた同じ文書が来たということですね。はい，わかりました。ちょ

っと気にしていましたので，ありがとうございました。 

   できれば前回，「会長宛てに質問状が来て，こうしたのさ」という話を言っていただけれ

ば心配しないで済んだような気もするし，結構気にして見ている人はおります。地域協議

会で何もやっていないのというような，ちらっと見た人はね。今のような説明であれば別

ですけれども，もしかすれば前回に状況報告をしていただければよかったかなと思ってお

ります。 

   以上です。 

 

（小原事務長）申しわけございません。今後もう少し皆さんに情報をお伝えするようにします。

ありがとうございました。 

 

（竹田会長）事務局。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長） 後ですけれども，事務局からお願いいたします。 

   次回の地域協議会でございますけれども，奇数月ということで，年を越しました１月下

旬ごろということで，会長さんと日程を詰めて，早急に皆様方にご案内をしたいと思いま

すので，よろしくお願いいたします。 

   事務局からは１件，以上でございます。 

 

    ７ 閉 会 
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（小原事務長）それでは，長時間にわたりましてご苦労さまでございました。 

   以上をもちまして，本日の第56回盛岡市玉山区地域協議会を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

                                （17時38分） 
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